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シンポジウム「いま公益通報制度に問われていること

～近時の事例を基にして～」 

報告書 

 
日時 ２０２４年１２月１３日（金）午後６時～午後８時 

場所 弁護士会館１７階１７０１会議室又はＺｏｏｍウェビナーによるオンライン開催 

主催 日本弁護士連合会 

 

※本報告書は、シンポジウムにおける報告者及び各パネリストの発言内容をまとめたもの

であり、日弁連の公式な見解を示すものではありません。 

パネルディスカッションの記録は日弁連の判断により自治体及び人名について匿名で

記載しております。 

 

進行次第 

 

第１ 開会挨拶 大神 昌憲 日本弁護士連合会副会長 

 

第２ 基調報告 藤田 裕 日弁連消費者問題対策委員会委員 

「日弁連意見書の趣旨及び弁護士会における法律相談による分析について」 

 

第３ 基調講演 奥山 俊宏 上智大学文学部新聞学科教授 

「なぜ、公益通報者の保護が必要なのか」 

 

第４ パネルディスカッション 

パネリスト 

奥山 俊宏 上智大学文学部新聞学科教授 

日野 勝吾 淑徳大学コミュニティ政策学部コミュニティ政策学科教授 

志水 芙美代 日弁連消費者問題対策委員会幹事 

コーディネーター  

林 尚美 日弁連消費者問題対策委員会委員 

 

添付資料 
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１ 公益通報者保護法の更なる改正と制度の充実を求める意見書 

２ 弁護士会における公益通報相談２０２２年９月１日～２０２４年３月３１日集計 

３ パネリストプロフィール 

４ 公益通報者保護制度検討会中間論点整理後の議論の経過について（消費者庁） 

５ 内閣衆質一九三第四〇九号国会答弁書 

６ 地方公共団体向け内部規程例（林弁護士） 
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第１ 開会挨拶

大神 昌憲 日本弁護士連合会副会長 

 皆様、こんばんは。日弁連消費者問題対策委員会を担当しています副会長の大神昌憲と申しま

す。本日は、シンポジウム「いま公益通報制度に問われていること～近時の事例を基にして～」

に御参加いただきまして、誠にありがとうございます。 

 ２０２２年、公益通報者保護法の一部を改正する法律が施行されました。その施行後３年をめ

ど 

とした更なる検討を行うための公益通報者保護制度検討会が、今年５月から消費者庁において開

催されており、年内をめどに取りまとめが行われる見通しです。 

 この動きに連動しまして、日弁連は、本年８月２２日に、「公益通報者保護法の更なる改正と

制度の充実を求める意見書」を公表いたしました。同意見書におきまして日弁連は、これまで積

み残された論点及びこれまでの議論状況を踏まえて、法改正及び制度の充実を求める意見を述べ

ております。 

 具体的に幾つか意見の趣旨の項目を紹介させていただきますと、通報者に対する不利益取扱い

をしたことに対する行政措置及び同行政措置に従わない場合の刑事罰を設けるべきであること、

公益通報をしたことを理由として行った解雇その他不利益な取扱いについて、因果関係の立証責

任を事業者に転換する法律上の規定を設けるべきであること、保護される公益通報のための資料

収集行為を理由とした損害賠償請求を一定の要件の下で制限する明文規定を設けるべきである

こと、などでございます。 

 ところで、近時の公益通報関連事件におきまして、公益通報者の探索が行われたり、通報対象

事実該当性や真実相当性の認定が問題となったり、公務員の守秘義務と公益通報との関係等が社

会的問題となっております。当シンポジウムでは、改めて公益通報者保護法の具体的な課題及び

改正論点について議論し、問題提起することを目的としております。 

 基調講演やパネルディスカッションで御登壇いただきます奥山俊宏上智大学教授、日野勝吾淑

徳大学教授におかれましては、本日は、お忙しいところ、誠にありがとうございます。 

 本日のシンポジウムが有意義なものとなることを祈念いたしまして、甚だ簡単ではございます

が、開会の御挨拶とさせていただきます。最後まで、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

第２ 基調報告 「日弁連意見書の趣旨及び弁護士会における法律相談による分析につい

て」 藤田 裕 日弁連消費者問題対策委員会委員 

日弁連消費者問題対策委員会のＰＬ・公益通報部会の委員をしております、弁護士の藤田でご

ざいます。本日は、私から日弁連が発出した意見書の趣旨と法律相談における分析について、報
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告させていただきます。 

 本シンポジウムのタイトルは「いま公益通報制度に問われていること～近時の事例を基にして

～」となっております。現在、消費者庁では、公益通報者保護制度の検討会が開催されており、

２０２０年の法改正で積み残された論点、具体的な事案から明らかになった改正点などが、今、

審議されております。 

 公益通報者保護法は、２００４年に制定され、２００６年に施行されましたが、一般的には、

さほど知られている制度ではなかったかと思います。しかし、最近では、具体的な事例を通じて

公益通報者保護法が注目を集めています。 

 日弁連では、２０２４年８月２２日、「公益通報者保護法の更なる改正と制度の充実を求める

意見書」を発出しております。日弁連では、添付しました意見書を８月２２日に発出しました。 

 本意見書の作成に着手した時点では、株式会社ビッグモーターによる不適切な保険金請求や旧

株式会社ジャニーズ事務所における性被害の事件が広く報道されていました。 

 ２０２０年の法改正では、内部通報をしやすくすることを目的として、内部通報に適切に対応

するために必要な体制を整備する義務、いわゆる内部公益通報体制整備義務や内部調査に従事す

る者の守秘義務などが定められ、その適切かつ有効な実施を図るために必要な項目を定めた公益

通報者保護法に基づく指針及びその解説が公表されております。 

 しかし、先に挙げた事例では、内部通報窓口を設置していなかったか、あるいは、設置してい

ても法改正後に形だけ設置したにすぎないことが、明らかになっております。また、適正手続を

無視した降格処分の頻発、コンプライアンス意識の鈍麻、経営陣に盲従してそんたくするいびつ

な企業風土、告発のもみ消しというような事象が指摘されるなど、通報した場合の報復などを恐

れる事情が存在し、通報を行うことのリスク、障壁が大きく、これを覚悟して通報するメリット

を見いだせない、あるいは、通報しても握り潰されるという問題が認められております。 

 このような事態を踏まえると、法がより機能するためには、通報者を保護する視点から法体制

が更に整備されなければなりません。日弁連では、これまでに多数の公益通報者保護法に関する

意見書を発出してきましたが、このような視点で２０２４年８月２２日の意見書では、特に重要

と思われる点について述べております。ただ、近時では、具体的な事例において、通報者の探索

や通報内容の漏えい、公務員の守秘義務と公益通報者保護法との関係などが問題となっており、

更なる法改正において検討すべき課題が出てきております。 

 本日のパネルディスカッションでは、大学教授２名と公益通報者保護制度検討会のメンバーも

含め、具体的な事案を題材として議論していただくことになっていますので、御期待いただけれ

ばと思います。 

 それに先立ち、私から先に紹介しました日弁連の意見書の内容について簡単ではありますが、

概要の報告をさせていただきます。 

 「第１」というところの、意見の趣旨を御覧ください。項目としては、八つあります。一つ一
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つを説明すると時間がありませんので、ポイントを絞って解説させていただきます。 

 まず、１ですが、「通報者に対する不利益取扱いをしたことに対する行政措置及び行政措置に

従わない場合の刑事罰を設けるべきであ」り、また、「不利益取扱いをしたことに対する直接の

刑事罰を設けることを検討すべきである」という意見を出させていただいております。 

 公益通報したことに対し、それを理由として不利益取扱いを行った場合には、行政措置や刑事

罰を科すことを提案しております。公益通報者保護法では、解雇や降格、減給、退職金の不支給

などが不利益取扱いとして例示されてはおりますが、これらを行った場合に指導、監督、是正命

令などの行政措置を行うこと、そして、その行政措置、いわゆる是正命令などが出された場合に、

それにもかかわらず不利益取扱いを撤回しないなどの是正措置を講じない場合については、それ

に対して刑事罰を科すことができる法改正が必要であるという意見を述べています。 

 また、「不利益取扱いを行ったことに対して即時に適用される罰則を設けることも検討すべき」

という意見を出させていただいております。 

 公益通報をしたことによって不利益な取扱いを受ける場合は多々あるわけですが、そのような

環境では公益通報者は安心して通報ができません。それを抑止する意味でも直接的な刑事罰を科

すなど、「行政措置及び刑事罰の導入」を提言させていただいているところです。 

 次に２ですが、「公益通報をしたことを理由として行った解雇その他不利益な取扱いについて、

因果関係の立証責任を事業者に転換する法律上の規定を設けるべきである」という意見を出させ

ていただいております。行政措置や刑事罰のみならず、民事訴訟の場において公益通報者の立証

責任の負担を緩和する措置をとるべきであるという意見になっています。ここでは、解雇のみな

らず不利益取扱いの中に配置転換を加え、解雇のみならず配置転換においても立証責任を転換す

べきであるという意見を出しています。訴訟リスクにさらされている公益通報者にその負担軽減

を図る制度の導入を求めています。 

 続いて３ですが、「保護される公益通報のための資料収集行為を理由とした損害賠償請求を一

定の要件の下で制限する明文規定を設けるべきである」という意見を出させていただいておりま

す。近時の事例でも「真実相当性」という言葉が多く使用されておりますが、真実相当性を根拠

付ける資料の収集行為について一定の要件の下に正当行為として認め、民事及び刑事での免責を

求める内容となっております。 

 その他、「フリーランスなどを含め、取引先事業者を保護対象に含めるべき」、「体制整備義

務違反に対する是正命令や同命令違反に対する刑事罰を導入すべき」あるいは「外部公益通報受

付窓口の設置を推奨すべきである」、はたまた「行政機関への通報がよりしやすくなる方向での

法改正を行うべき」というような意見を述べさせていただいております。 

 そして八つ目ですが、「報奨金制度などを導入すべき」という意見を挙げております。諸外国

では通報者に通報することへのインセンティブを与えることもあり、今後の検討としては、その

ような制度の導入を推奨していくべきであるという意見を述べさせていただいているところで
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す。 

 続きまして、弁護士会における公益通報相談について報告させていただきます。全国の弁護士

会のうち、複数の弁護士会で公益通報相談を実施しております。資料に書いてある弁護士会にお

いて実際に行われておりますが、前回の改正後の２０２２年９月１日から２０２４年３月３１日

までの集計に基づいて公益通報相談に関するデータをまとめたものが、皆さんに配付されており

ます。 

 いろいろと書いてありますが、割愛させていただき、１２ページを御覧ください。Ｄの「不利

益取扱い」というところです。通報後に受けた不利益取扱いの内容について触れられています。

これを見ていただきますと、「その他」を除くところで「事実上の嫌がらせ」が最も多いことが

分かります。次に多いものが「配置転換」となっています。先ほど言いましたように「解雇」な

どは法文上不利益な取扱いとして挙がってはいますが、「配置転換」も相談事例としては、とて

も多いことが分かります。 

 続きまして１３ページを御覧ください。ここでも不利益取扱いの有無と通報先の比較のデータ

が挙がっています。不利益取扱いを受けた相談者の通報先については、監督権限を有する行政機

関である監督官庁に通報している場合が多いことが分かります。監督官庁に通報した場合、通報

された方、すなわち、被通報者が通報時に通報の存在を知り得ないことが想定されますが、監督

官庁による処分や勧告が行われた後、通報が発覚し、不利益取扱いを受けたことについて相談を

受けていることが分かります。 

 続きまして、１４ページに移ります。公益通報の根拠となる資料、通報媒体の有無のデータに

ついて書かれています。法律相談の場で、３５％が根拠となる資料を有しており、５３％は資料

の有無が不明であることが分かります。私たちも相談を受ける際に「資料はありますか」と確認

していますが、資料が手元にある場合があります。１２％はないことも、本データでは示されて

います。 

 続きまして、１５ページに移ります。具体的に証拠資料が存在する場合に持ち出しているかを

示したグラフになっています。このデータによると５５％が持ち出しており、半数以上が証拠を

持ち出していることが分かります。 

 最後に、この１６ページから１７ページにかけて、分析の結果が挙がっています。 

 私からの報告は以上ですが、今回、配置転換についての法改正がなされるべきことは、この日

弁連の意見書にも書いてあるとおりです。期待しているところでありますが、なかなかそこがう

まくいっていない、要するに、消費者庁の検討会でも「配置転換については、今回は除外しよう

か」という議論があるようにも聞いております。そうではなく、配置転換も含めた法改正、特に

因果関係の立証責任の転換を、今回の改正で何とか実現したいということが日弁連としての意見

となっております。 

 私からの報告は以上です。 
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第３ 基調講演 （省略） 

 

第４ パネルディスカッション                                                    

パネリスト 

奥山 俊宏 上智大学文学部新聞学科教授 

日野 勝吾 淑徳大学コミュニティ政策学部コミュニティ政策学科教授 

志水 芙美代 日弁連消費者問題対策委員会幹事 

コーディネーター  

林 尚美 日弁連消費者問題対策委員会委員 

 

※パネルディスカッションの記録は日弁連の判断により自治体及び人名について匿名で

記載しております。 

 

林 それでは、パネルディスカッションを行いたいと思います。 

 本日のパネルディスカッションのコーディネーターを務めさせていただきます、林です。よ

ろしくお願いいたします。 

 本日のパネリストの方々の御経歴等は、お配りしている資料の中に、その詳細について書い

ております。志水さんについては、検討会の状況について、お話ししていただきたいと思って

おります。奥山さんには、元記者としての視点も踏まえつつ、お話しいただきたいと思ってお

ります。また、日野さんには、海外の状況も含めて労働法の視点にも言及しつつ、お話をして

いただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 まず、公益通報についてですが、通報しやすくするために、令和２年の改正によりまして従

事者に対する守秘義務が課されたのですけれども、実際には通報されやすくなっているとは言

えない状況なのではないかと思うのです。志水さん、現在の検討会での状況を踏まえて、お話

ししていただけますか。 

 

志水 はい。志水と申します。よろしくお願いいたします。 

 公益通報者保護制度検討会が、この５月から開催されておりまして、議論も大分終盤になっ

てきておるところでございます。先ほど林さんから話を投げていただきました「通報しやすく

なっているのか」という問題でございますが、今年になってから、いろいろな公益通報関連報

道がなされておりまして、その中には、通報者がなかなかつらい立場に置かれているような状

況も、たくさん出てきているところです。 

 そのような報道を見る中で、どうしても通報者としては「自分が仮に通報をしたとしても不

利益な取扱いを受けるのではないか」という萎縮効果を持つことはもちろんですし、就業者に
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対するアンケートなどでも、「実際に自分が不正を目撃したりしたときに通報するか」につい

ては、「通報を少しちゅうちょしてしまう」というような結果が出ている部分もございます。

そのような通報を妨げる要因に対して、どのように通報者を守っていくのかということに関し

て、現在の検討会では、例えば、次のような論点が議論されております。 

 １点目は、公益通報者に不利益取扱いをした事業者に対して刑事罰を創設することの是非。

また、通報者が不利益取扱いを受けたことを裁判上で主張した場合に、通報と不利益取扱い、

この間の因果関係の立証責任を事業者側に転換することの是非。あとは、通報者を探索するこ

と、この行為について既に法定指針の中で、その禁止措置をとらなければならないことは定め

られておるのですが、更に法文上で明記すること、そのような法文上の明文規定を設けること

の是非。さらに、通報妨害を禁止することを法文上で明記することの是非。 

 この辺りについて議論されているところでございます。 

 

林 ありがとうございます。 

 それでは、日野さん、検討会で議論されている論点について、海外の状況も踏まえて、お考

えを教えてください。 

 

日野 はい。淑徳大学の日野でございます。 

 資料３の２にも付いておりますが、今回の消費者庁の公益通報者保護制度検討会での中間論

点整理がお手元にあると思います。論点整理後の議論状況がまとめられていると思いますが、

消費者庁は、法の附則第５条に基づいて改正時に指摘された附帯決議内容を中心にして、改正

後の施行状況を踏まえながら、行政措置の実例、例えばビッグモーターの件などを念頭に置い

て、検討が進められています。この報告書には「公益通報者保護制度の高度化」と明示されて

いますが、私が着目しているところは「高度化」という言葉です。これまでは、言葉として「実

効性」が出ておりましたけれども、より高く、やはりハイレベルな形で制度化していきたいと

いう意思が現れているのではないかと思っております。また、法改正を含めた対応を早急に検

討するということで、この姿勢は非常に評価できると思います。 

 この整理後の議論の状況を大きく見てみますと、３点あると思います。一つは、例えば内部

公益通報体制整備義務の例示、範囲外共有や探索行為など、法定指針に掲げられている、この

辺りを法律に盛り込んでいくというような点です。二つ目は、一部の法律違反です。例えば従

事者指定義務違反や解雇や懲戒に関する不利益取扱いなどの刑事罰化を、より強化していくこ

とです。３点目は、例えばフリーランスを対象化していくなどです。このような３点が、今回

のポイントではないかと思います。全体を見ますと、やはり良い方向でマイナーチェンジして

いるのではないかと思います。 

 諸外国の状況を見ますと、例えばフランスやドイツであれば、一定の要件の下で公益通報を
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理由とした情報開示を法的免責、すなわち、刑事免責及び民事免責をしております。あと、ア

メリカの場合だと、２０２４年に出ました最高裁の判例では「報復的意思を立証する責任は、

通報者にはなく、事業者側にある」と判示したものもあります。 

 このような潮流を踏まえますと、やはり証拠書類の持ち出しや立証責任の転換などは、より

積極的な検討をすべきでした。文言の中には、例えばＧ２０のハイレベル原則、もう一方では、

いわゆるビジネスと人権、国連の指導原則も指摘されつつも、まだまだグローバルスタンダー

ドには届いていないのではないかという点は少し残念でした。 

 １号通報については、指定義務違反の罰則化が明記されておりますが、やはり通報体制整備

義務違反に対する罰則化が求められますし、先ほど御指摘のあった、弁護士会の意見書にも出

ておりましたが、やはり罰則がなければ、公益通報を理由とする不利益取扱いの未然予防に資

する効力は及ぼさないと思います。 

 このように、やはり全体を見ながら罰則化をしていくこと、あとは、罰則化とともに、今は

休止している認証制度も、例えば企業向けに第三者認証制度を再構築する、このような点も気

になるところでした。 

 以上です。 

 

林 はい。一旦、なくしているといいますか、休止している第三者の認証制度についても、通

報制度が体制整備できないのだったら、これも押し出していったほうがいいと、そのようなお

考えということですね。ありがとうございます。 

 では、奥山さん、内部通報した人が保護されない事例について御紹介していただけないでし

ょうか。 

 

奥山 はい。自治体Ａ警察の事例は、外部のジャーナリストに告発文書を送ったというもので

す。自治体Ｂの元局長の事例は、警察と報道に告発文書を送ったというものです。ですので、

これらは２号通報、３号通報であろうと思います。元局長は、その後に１号通報である内部通

報もしています。 

 私が、今問題となっている事例で１号通報（内部通報）の典型例に当たると思っているもの

は、自治体Ｃにある自治体Ｉの事例です。自治体Ｉは自治体Ｃ市内から車で３０分ほど自治体

Ｄ側に向かって北上した辺りにある自治体です。そこの企業版のふるさと納税です。「ふるさ

と納税」と言いますと個人が寄附をするイメージだと思うのですが、会社が寄附をする制度が

あります。自治体Ｉは、ある特定の業者に対して、その寄附に対する見返りとして便宜供与を

行っていたことが問題となっており、内閣府が先月の２２日に、自治体Ｉの地域再生計画の認

定を取り消すという非常に異例のことがありました。 

 それについて、実は、その自治体Ｉの幹部職員が問題として取り上げて、自治体の監査委員
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事務局に、その事業に関する資料を提供していました。そのことに対して、自治体は、今年の

３月に、その職員を懲戒減給処分としました。「職務外のデータを職務上の権限を利用して取

得し、それらの事業について内部通報との名のもとに監査委員会事務局へデータを送付して」

ということが、その処分理由の冒頭に書かれています。 

 監査委員は自治体の執行機関の一部ですし、自治体の財務に関する事務の執行を監査する役

割を地方自治法に基づいて担っている機関です。そこに何らかの不正と思われるような情報を

提供したことはまかりならんとして懲戒処分の対象にしたことは、驚きといいますか、これは、

正に内部公益通報そのものですので、そのような処分はあってはならないことです。なのに、

それを理由として懲戒処分することがまかり通っている現実が、あります。 

 

林 はい、ありがとうございます。 

 つまり、監査委員に通報したら逆に懲戒処分されてしまったと。それは通報だと認めてもら

えなかった、ということなのですね。 

 

奥山 自治体の長としては、「法令に触れる事実はない」、だから、「公益通報には当たらな

い」という言い分だったそうです。 

 

林 正しいことをするために言ってあげたのに処分されてしまったのですね。 

 

奥山 そうです。 

 

林 それに対して不服の申立てなどは、されているのですか。 

 

奥山 自治体の人事委員会に審査請求を出しているそうですが、それは今も続いているそうで

す。 

 

林 ありがとうございます。 

 せっかく通報したのに処分されてしまうのでは、次に通報しようとする人がいなくなってし

まいかねないです。このような１号通報の問題について具体的に考えていきたいと思うのです

が、今問題になっているトップが不祥事を起こしているときや不正が組織的に行われていると

きに、独立した機関が通報を受け付ける体制が整っていなければ、１号通報は、やっても無駄

で、機能しないことになると思いますけれども、志水さん、その点について、どうでしょうか。 

 

志水 １号通報の機能に関して、御質問の直接の答えではないかもしれないですが、まず、内
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部通報が機能しない可能性が高い類型は、一定程度あると思うのです。一つには、組織的に不

正が行われている類型で、これはビッグモーターの事案が、正にそうであったのではないかと

思います。 

 ビッグモーターの事案については、第三者委員会報告書が公表されております。基調報告の

中で藤田弁護士からも引用的な御報告が若干ありましたが、不合理な目標値の設定や適正手続

を無視した降格処分が、それ以前に頻発していたり、処分される側の人に対して弁明の機会が

与えられずに、ある日、突然、降格処分がなされるというように異常な人事が行われたり、経

営陣に盲従してそんたくするいびつな企業風土があったり、過去の告発がもみ消されたなど、

組織的な企業風土が形成されている環境下においては、「通報しようかな」と思った人が通報

できるはずがない状況と言えようかと思います。このような類型では、１号通報は、なかなか

機能しづらいです。 

 それ以外に、組織的なもの以外で言いますと、事業者の幹部、トップが不正に関与している

ケースで、このようなケースでも、なかなか１号通報は機能しづらいです。 

 御質問の部分についてですが、そのような状況ですと、仮に内部通報規定が存在し、なおか

つ内部通報窓口が整備されているとしても、それが形式的に整っているのみでは、なかなか通

報することは難しく、むしろ実質的に通報者が保護されるような仕組みとして整っていなけれ

ば、内部通報は機能しにくいのではないか。そのようなケースでは、やはり外部通報の重要性

が、より増していくのではないかと思います。 

 

林 ありがとうございます。やはり、実質的に機能できるような通報体制でなければ駄目だと

いうことです。 

 そうすると外部通報が重要になってくるわけですが、日野さん、この辺り、どのように考え

ますか。 

 

日野 先ほど志水さんがおっしゃったとおりで、内部通報窓口に声を出すことは、やはり様々

な事情があって、ちゅうちょしてしまいがちです。窓口でスムーズに対応できるケースと、そ

うでないケースが、やはり、あるとは思います。正にビッグモーターの件は、経営層が関与し

ていたケースですから、そのような意味では、独立性、中立性及び第三者性、この三つの性格

を持つ外部窓口化が必要になってくるものと思います。昨今、外部窓口を置いている事業者も

多いのですが、通報窓口の機能だけではなくて、やはり調査の部分も独立性を担保する形の体

制が望ましいと思います。 

 このような独立性を担保した外部窓口は、安心感を与えます。また、内部窓口の匿名通報で

あっても、どうしても名前が明らかにされてしまう可能性もあります。今回の自治体Ｂ知事の

件もそうですが、やはり外部窓口をしっかりと機能させていくことが必要になってくるものと
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思います。 

 外部窓口化を推奨するにせよ、外部窓口をどこに委託するかは、非常に大きな論点だと思い

ます。例えば民間事業者であれば、顧問弁護士に依頼をするとなると、当然、従業員は、関係

性を踏まえて声を出しづらい可能性も出てきます。ですので、そのような関係先を除外する形

で透明化を図る必要があるのではないかと考えています。 

 例えば、日本郵政グループでは、社外通報窓口を設置して、受付から調査までスムーズに進

めていると伺っております。設置のところで通報制度を検証した弁護士事務所が、そのまま社

外通報の窓口を担当しており、現場とのコミュニケーション不足が指摘されているとの報道に

接しておりますが、やはり、通報者とのエンゲージメント、信頼関係が構築できているという

前提で、このような社外通報窓口が出来上がるのではないかと思っています。 

 また、内部公益通報窓口とハラスメント防止の体制整備を兼ねているような窓口も多くある

と思いますが、公益通報者保護法は法定指針等の内容にのっとって進めていかなければいけま

せんので、従事する方、窓口対応の方、調査を行う方は、やはり、ハラスメントとのすみ分け

をしっかりとしていただくことが重要だと思います。 

 さらに、このような外部窓口を置くにせよ、やはりマンパワー、あとは費用面が気掛かりな

ところだと思います。中小企業あるいは地方自治体においては、その課題があるわけでありま

して、民間事業者の場合は、連合会など、上部団体と連携しながら横断的な窓口の設置が非常

に重要なアイデアだと思います。行政機関であれば、例えば各上部団体である市町村会なども

受付可能な形での設置などが非常にいいのではないかと思います。 

 例えば、自治体Ｅの場合は、消費者情報センターが通報相談窓口となって、自治体が市町村

に代わって通報受付ができるというような協定を結んでいるとお伺いしております。また、そ

の自治体Ｅ内の経済団体、具体的に言うと経営者協会さんが取りまとめて、傘下の会員に共通

の通報窓口を協会が置いていると聞いておりますので、全国的にこのような仕組みも参考にな

るのではないかと考えております。 

 

林 ありがとうございます。 

 今のお話について、２、３点お聞きします。「委託先との関わりが大事だ」という中で、外

部窓口を誰が担当しているのかということは、働いている人たちに常にオープンにしておかな

ければいけないですね。 

 

日野 そうですね。やはり、透明性確保、声の出しやすさということであれば、私は「第三者

性」と言っておりますが、第三者で中立な立場の方が受けていることを見せるという「見える

化」も必要だと思います。 
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林 はい、ありがとうございます。 

 それと、「ハラスメントの窓口と分けるべきだ」ということですが、ハラスメントと公益通

報は、やはり性質が違うので、別の窓口にした方が、通報しようとする人も混乱しないで済む

ということもあるのでしょうか。 

 

日野 そうですね。やはり、現実的には共通で受けることもあるでしょうけれども、制度上は

対象法律に当たるかどうか、受ける違法行為の射程をはっきりと従事者が理解しているかどう

か、この点が非常に重要だと思います。 

 

林 小さい自治体などの問題で、自治体Ｅの取組のお話を伺ったのですが、経営者協会が相談

を受けるという取組をされているということで、これが全国に広がったらいいと思っているの

ですけれども、全国的には広がっていないのですか。 

 

日野 そうですね。消費者庁のバックアップもあって、現在、自治体Ｅを中心に進めていると

お伺いしておりますが、四国以外にもこのような取組を広げていくことが、ひいては通報者の

安心感にもつながると思います。 

 

林 ありがとうございます。 

 そのような外部窓口、安心できる窓口を設けて、相談できる体制を作っていくことも大切に

なってくるということです。 

 さて、トップが不祥事に関わっているときの事例について検討したいと思います。自治体Ｂ

知事の事例について具体的に教えていただければと思います。奥山さん、お願いします。 

 

奥山 はい。今年（２０２４年）３月末で退職する予定だった６０歳の自治体Ｂの部長級の幹

部職員が、３月１２日付けで文書を作り、「Ｈ知事の違法行為等について」というタイトルで、

そこには「贈答品の山」や「パワーハラスメント」などの７項目の様々な疑惑が４ページにわ

たってつづられていました。それが匿名で、警察の捜査２課、自治体議員、報道機関に送られ

ました。 

 Ｈ知事は、どのようなルートか定かではないのですが、３月２０日に、この文書の存在を把

握し、翌日、副知事や総務部長らを集めて「誰が、どういう目的で、この文書を作ったのか、

徹底的に調査せよ」と指示を出したとされています。 

 その結果、通報者が元局長だった６０歳の職員であることが判明し、３月２７日に、その職

員を局長から解職して総務部付に異動させ、記者会見でそのことを明らかにしました。 

 Ｈ知事は、記者会見で「うそ八百を含めて文書を作って流す行為は、公務員としては失格」
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などと強い言葉で、その男性職員を非難しました。 

 ３月末の退職と再就職が決まっていたのに、それを取りやめさせて自治体職員を留めおいた

上で、５月７日に停職３か月の懲戒処分としました。男性職員は、７月７日に「一死をもって

抗議をする」とのメッセージを残して自殺しました。 

 この件については、知事や副知事や総務部長が、その告発文書の中で、良くないことをした

当人だ、というように、いろいろと書かれていたものですから、「告発された当人である知事

や副知事や総務部長らが、そのようなことを調査していいものだろうか」と疑問視されました。 

 実は、これは百条委員会の調査の中で分かってきたことですが、総務部長が教育次長だった

頃に「教育委員会の場合、いじめの重大事案の場合は、すぐに第三者委員会を立ち上げて対応

する」という経験を持っており、知事に対して「第三者委員会を立ち上げて対応するというや

り方もありますよね」と進言したといういきさつがあったそうです。けれども、そのようには

ならず、知事は懲戒処分に突き進みました。 

 それを受けて、自治体議会としては百条委員会を設けることになりまして、今も、その調査

が続いている状況です。 

 多くの人が一致して指摘していることは、知事当人が、知事当人を告発した相手の処分や告

発の内容の正しさ、真偽について判断することは、良くないのではないかというところです。 

 

林 はい、ありがとうございます。「自分のことを自分で調査するというのは、どう考えても

だめだろう」と思うわけです。 

 私が令和２年（２０２０年）の改正の時に地方自治体向けの内部規程例を作りまして、第３

条第２項②に「対象事実が本市市長その他本市幹部職員に関係する場合、これらの者からの独

立性を確保する措置をとること」ということで、通報対応責任者は、通報体制整備として、「幹

部が関わっているときには独立した機関でやらなければならない」という条文をわざわざ作っ

て「これにのっとって作ってくださいね」としていたわけですが、自治体Ｂではどのようにな

っていたのでしょうか。私の文章を見てくれていたら、「本市は」というところが、「自治体

Ｂは」、「知事は」というようになっていたと思うのですが、どのようになっていたのでしょ

うか。 

 

奥山 自治体Ｂの事例は、報道機関や警察や自治体議員に対する内部告発ですので、しゃくし

定規に見れば、「内部通報としての対応が自治体に義務付けられているわけではなかった」と

も言うことできると思います。 

 ただし、この元局長の男性は、この件で記者会見という公の場で知事から「公務員失格」と

言われたことを受けて、４月に入って、自治体の内部通報制度を利用して、ほぼ同じ事実関係

について内部通報も重ねる形でしていました。 
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 その内部通報の扱いがどのようになっているのかということで、私、同自治体の情報公開条

例を使って内部通報制度の実施要綱を送ってもらいました。 

 私がこれを見て「あっ」と少し驚いたことの一つは、第５条です。第５条を読みましたら、

窓口で受けた通報について「知事は、公益通報の内容について、調査の必要性の有無を検討し、

調査の有無及び調査着手時期等を・・・通報者に通知するものとする」と書いてあります。あ

るいは、その第２項に「知事は、調査が必要であると判断したときは、関係する職に調査を命

じ」と書いてあります。また、第６条第３項を見ていただければ分かりますが、「知事は、受

理した公益通報を・・・公益通報委員会へ報告するとともに対応案について委員会に意見聴取

するものとする」と書いてあります。公益通報委員会は主に有識者で構成されていますが、元

局長の通報があった当時、告発の対象だった副知事が委員に入っていました。 

 これらを見ると、通報を実際に調査するかどうか、あるいは、調査した結果、どのような対

応を取るかについては、知事が決めることになっているのだと思いました。そのように読まざ

るを得ない条文になっていて、そして実は、この要綱には「独立性」の「独立」という文字が

見当たらないのです。 

 次のページを見ていただくと、第９条には「秘密保持の徹底」や「利益相反関係の排除」が

書いてあって、ここは、恐らく、改正公益通報者保護法の指針に基づいて「利益相反関係の排

除」を入れてあるのですが、先ほどお話がありましたように、指針には、この場合の組織の長

である知事その他の幹部からの独立性の確保に関する措置が、正に義務付けられているにもか

かわらず、その部分が、この自治体Ｂの内部通報制度の実施要綱を見ても、どこにも反映され

ていません。「ああ、こりゃダメだ」と思いました。 

 

林 「この要綱に問題があったのだ」ということですね。 

 

奥山 はい。 

 

林 はい、ありがとうございます。 

 皆さんも御存じだと思うのですが、ついおとといでしたか、今回の件について、同自治体財

務部の発表として、今回の調査ではパワハラと認められる事案があったとの確証までは得られ

なかったという文言と、外部窓口を設置しますということ、それから、「物品受領ルールの明

確化」でガイドラインを作りましたということで、「一応、是正措置がとられた」という報道

がなされているのです。この調査は、百条委員会ではないですね。これは、どのような手続で

すか。 

 

奥山 これは、正に内部通報を受けて調査した結果として発表されたものです。恐らくは、先
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ほど御紹介しました、この実施要綱に従って、知事の下で、そのようになったものではないか

と思われます。 

 

林 はい。要綱の第４条を見ますと、「知事は財務部改革課に」窓口を設け、とありますので、

ここが判断した、財務部の公益通報の部署がこのような意見を出したということですが、自治

体Ｂでは、他にも調査している部署があると思うので、それを御紹介いただいてもよろしいで

すか。 

 

奥山 はい。自治体議会から知事に対して「第三者機関で、この告発文書の中身について調査

すべし」と申し入れました。知事は、それまでずっと第三者機関を拒否していたのですが、自

治体議会の申入れを受けて、それを作ることを表明し、監査委員の下で自治体Ｂ弁護士会の推

薦を得た弁護士さんたち３人で第三者調査委員会を作って、今、調査が行われているはずです。

来年３月ぐらいに結論を出すと聞いております。 

 

林 今の話は、第三者委員会ですね。 

 

奥山 はい。第三者機関として作るということで、これは知事がずっと嫌がっていたのですが、

自治体議会が申し入れて、そのようになったものです。 

 

林 はい、ありがとうございます。そうすると、財務部による公益通報の窓口としての調査、

百条委員会の調査、それから第三者委員会の調査、その３本が並行しているということですね。 

 

奥山 そうです。大まかに言うと、財務部の調査が１号通報に基づく調査で、第三者調査委員

会による調査は自治体議会議員に対する通報が端緒となっていると言ってよいかと思います

ので、そのような意味では３号通報です。百条委員会も、まさに自治体議会議員に対する通報

が端緒になっているので、３号通報に当たるのではないかと思います。 

 

林 ありがとうございます。 

 先ほどの話の中で、公益通報者保護を機能させるためには、規定があるだけでは駄目で、実

質的に機能すること、窓口を設置する義務のある事業者だけではなくて、通報しようとする人

に正しい知識を持っていただく必要があるということだったと思うので、２号通報が大事にな

ってくると思うのです。 

 その中では、「１号の通報ができない場合の２号」という捉え方になるのではないかと思い

ます。令和２年の改正で、書面提出による通報が認められて要件が緩和されたと言われている
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のですが、実は、これは匿名通報ができないことになっています。連絡できるツールがあれば、

結局、その人から事情聴取することはできるので匿名でも構わないと思うのですが、志水さん、

この件で２号通報についての検討会での状況や問題点について、お話しいただけますか。 

 

志水 はい。今お話がありましたが、まず、前提として、令和２年の改正で、２号通報、行政

機関に対する通報の保護要件が、かなり緩和されました。具体的には、以前は真実相当性が必

ず必要だったのですが、真実相当性がない場合であっても、「通報対象事実が生じ、又はまさ

に生じようとしていると思料する場合」、真実相当性よりも主観要件のハードルが下がってい

る場合であっても、書面で住所や名前など、法律でいろいろと決まっている事項を記載して通

報すれば保護される形で間口が広がりました。 

 ですが、氏名・住所を書かなければいけないことから、匿名での通報の場合は、この緩和規

定は必然的に適用されません。ですので、通報者側は、匿名で通報しようと思うと、従前どお

り真実相当性という厳しい要件があり、一体どのような場合に認められるのか判断が難しい要

件が課されています。 

 これが前提ですが、今、検討会の中で、特に私が「入れてほしい」と主張している部分は、

例えば「弁護士に代理人をしてもらって通報するような場合であれば、匿名であったとしても、

まず、その弁護士に依頼して、弁護士が事情聴取をして証拠をそろえれば、本人性の確認もし

て、事実の深掘りもかなりするので、書面での通報の場合と同程度に保護していいのではない

か」、「通報した先との連絡も、その後もずっと取り合えるので、書面で名前と住所を明かし

て通報する場合と、弁護士に代理を依頼して匿名で通報する場合とで、要件を変える必要はな

いのではないか」と提案しているわけです。しかし、その辺り、「行政機関側はそもそも守秘

義務を負っているところもあるので、匿名性を必要とする前提がないのではないか」というよ

うなことを指摘されたりしています。 

 ただ、今日の資料「弁護士会における公益通報相談」のスライド１１ページ、行政通報した

相談者について書面要件を満たす相談が多かったのかどうかの集計では、満たさなかったもの

が３割はありました。令和２年の法改正後においても、まだ行政通報を匿名でやっている方は

一定数いらっしゃるので、やはり、ここが保護される仕組みは必要なのではないかと考えてお

ります。 

 

林 ありがとうございます。匿名で２号通報ができるようになればいいということですが、日

野さん、２号通報のその他の問題について教えていただけますか。 

 

日野 はい。本日の資料の「公益通報者保護制度検討会中間論点整理後の議論の経過について」

の２９ページが、先ほどの論点のポイントではないかと思います。対応については３１ページ
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に書いてありますので、こちらも御覧いただきながら、お聞きください。 

 正に今回の検討会で２号通報に具体的に触れているところは、２９ページ、３１ページの辺

りです。先ほど志水さんからお話がありましたが、書面でする通報要件として名前に代えてメ

ールアドレスがあります。顕名でなければいけないのかと言いますと、必ずしも必要とは言え

ないのではないかと考えます。要するに、後で連絡が取れる状況を作ることが、やはり重要な

ポイントですので、例えば代理人のお名前でも、それは要件具備として認めるべきだと私は思

っています。 

 ３１ページに書いてありますが、行政機関の負担増大をもってメールアドレスなどについて

は難しいという書きぶりです。ですが、やはり行政通報、すなわち２号通報の情報は、法執行

力の強化にもつながるわけですし、貴重な情報です。執行の観点で公益通報は相当な力を発揮

する情報ですから、行政機関側として、２号通報をより促進していく仕組み作りが重要だと思

います。 

 改正法の元々の趣旨は、２号通報と１号通報の制度間競争であります。要するに、１号通報

の体制整備が難しい状況で不備がある場合には、シームレスに２号通報に移行できることだっ

たわけです。したがって、そのような意味では、その結果として、統計資料などでも２号通報

が増えていることも出ておりますので、そのような意味での評価はできます。 

 ですが、私がこれまで行政機関などにヒアリングなどをした中では、例えば、内部で総務課

に通報総合窓口を置いている状態であっても、結局は、権限ある部署に通報が回ったり、一般

の住民が権限ある所管課にダイレクトに連絡をされます。そうしたときに、対応される方や電

話を取られる方に公益通報の理解があれば、「これは、対象法律や通報対象事実に当たる」と

いう判断ができますが、なかなか普段慣れてらっしゃらない職員の方々だと、相談で終わらせ

たり、情報提供や苦情、クレームの形で処理されたりするケースもあるのではないかと思いま

す。ですので、やはり全庁を挙げて公益通報に関する理解、通報者保護は徹底する研修や周知

が必要ではないかと思います。 

 そのような意味では、行政通報、２号通報は、今は第１３条で行政通報体制整備義務が法定

化されており、ガイドラインで柔らかい運用をしておりますが、今後は通報者の保護を念頭に

置いて、法律上の規律を検討していく時期にも来ているのではないかと感じているところで

す。以上です。 

 

林 はい、ありがとうございます。 

 行政側に通報したい人は、直接所管に行ってしまうのです。そうなると、「あ、苦情だ」と

いうことで漏れてしまう可能性があります。窓口が総務課にあることを知らない人は行かない

こともありますし、その辺り、いろいろなことを、公務員の皆さんが「通報窓口とは一体どの

ようなものなのか」、「公益通報とは何なのか」ということを理解していただく必要があると
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いうことですね。 

 

日野 そうですね。まずは、「どれが対象法律か」ということを、自治体Ｅのように一覧化し

ている自治体もあるのですが、自分たちの仕事が、公益通報の保護範囲、対象法律の中で、ど

のようなところが該当するのかを理解した上で業務に当たっていただきたいと思いますので、

一覧表で「自分たちの所管課では、この法律に抵触したものは通報対象になる」という意識を

高めるためにも改めて周知すべきですし、そのような対象法律と所管課が一元的に把握できる

一覧表があれば非常にありがたいと思います。 

 

林 はい。自治体Ｆの自治体Ｇでも、そのような一覧表があります。見れば立ち所に「あ、う

ちの所管だ」と分かるようになっているのです。そのようなものを、どんどん広めていってほ

しいと思います。 

 では、次に３号通報に行きたいと思います。１号、２号と見てきたのですが、いずれも功を

奏しない場合には、やはり３号が一番大事になってくるということです。奥山さん、３号通報

で成功した事例があれば、教えてください。 

 

奥山 はい。多々あります。３号通報は、典型的には報道機関で、例えば「週刊文春」という

こともあるかもしれませんが、そうした先に内部の人から情報が寄せられるケースは、多々あ

ります。 

 その場合、記事の中で「これは、内部の人から寄せられた情報、すなわち内部告発に基づい

て分かったことだ」とは書かないのが通例です。そのようにすると、逆に、犯人捜し、内部告

発者捜しを誘発しかねませんので、内部から情報を得たことは、できるだけ秘密にして、どこ

か別のところ、例えば警察や検察から得たようなふうを装って取材していったケースもかつて

はあったと思います。そのように、情報提供者と言いますか、告発者の秘密を守ることに、と

ても神経を使っているところが報道の現場だと思います。 

 今日御紹介したいと思っていますのは、いわゆる「パナマ文書」に基づく取材・報道です。

タックスヘイブン、租税回避地で会社や法人、パートナーシップなどを作ることを専門に扱っ

ていたパナマの法律事務所「モサック・フォンセカ」で扱っていた、およそ２．６テラバイト

の様々な電子ファイルが、何者かによってドイツのミュンヘンにある南ドイツ新聞の記者に提

供されました。 

 南ドイツ新聞は、自らの記者がそのメンバーとなっていた国際調査報道ジャーナリスト連合

とそのファイルを共有しました。国際調査報道ジャーナリスト連合は、信頼を置けると判断し

た世界各国の記者や報道機関に限定して、その資料をデータベース化して検索可能にした上で

共有しました。 
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 私もそのうちの一人でした。元々私は国際調査報道ジャーナリスト連合の創設者の下で学ん

だ経験があり、元々そのメンバーになっていました。 

 私たちとしては、それまではよく分からなかったタックスヘイブン利用の実情の一端を把握

できる貴重な取材資料を見ることができ、それを分析や取材の対象にするのに大きな意義を感

じました。他方、その大部分は個人情報の塊であり、営業秘密と見られる情報もありましたの

で、扱いには非常に神経を使いました。自分たちから漏れたら本当に恥ずかしいと言いますか、

そのようなことが間違っても起きないようにしようということで、非常に神経を使って扱いま

した。 

 その莫大な資料の中に、世の中に公表すべきこと、公共の関心事と言えるようなことがない

かどうかを一生懸命に探しました。政治家や大企業、税逃れと言えるようなこと、あるいは脱

税など、それを報じることが公益目的となるようなものを、一生懸命、砂の山から砂金を探す

ような作業を続けました。幾つか探し当てたものについて、当事者に直接取材をして、確認、

裏付けを取って、２０１６年４月３日に、全世界で各報道機関が一斉に報道を始めました。 

 これは、非常に大きな影響があって、アメリカ政府のオバマ大統領は、すぐに記者会見をし

て、パナマ文書について「この税逃れが、いかにグローバルで大きな問題かを思い起こさせる

ものだ」と述べました。欧州連合は、「このような問題をハイライトしてくれたホイッスルブ

ロワー、内部告発者を保護する方策を、より強化しなければならない」と発表しました。 

 ということで、ヨーロッパでは、これを契機として欧州連合が公益通報者保護指令を２０１

９年に制定し、加盟国は、これに従って、公益通報者保護法の制定を進めていきました。最も

遅れていたドイツも、昨年、公益通報者保護法を初めて制定しました。そのような動きの契機

となる取材・報道だったということでも特別な意味があるのではないかと思いまして、パナマ

文書の事例をここで御紹介させていただきました。 

 

林 パナマ文書がＥＵ指令につながっていったということで、２０１９年１０月２３日に採択

されたのですが、実は、私たち日弁連の有志もイギリスとブリュッセルに行きまして、ＥＵ指

令がどのようになるのかを調査させていただき、報告もさせていただきました。 

 それは置くとして、３号通報は最後のとりでのようなものに当たるわけですが、ここでは「真

実相当性」という要件が必要になるので、ここが、かなり壁になっていると思うのです。資料

「弁護士会における公益通報相談」の中でも、「資料の持ち出しをしているか」ということで、

５５％が「持ち出しをした」と、スライド１５ページに上がっています。 

 真実相当性の要件を満たすためには証拠が必要であって、持ち出しをしなければいけないこ

とになっているけれども、今までの判例では、「それが社会的相当性の範囲内であれば認めら

れる」という神戸司法書士事件がある一方で、「過剰な持ち出しは保護されない」というよう

な福井信用金庫事件もあります。 
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 志水さん、資料の持ち出しに関する問題点について、検討会では、どのような状況になって

いますか。 

 

志水 検討会においても、通報を裏付ける資料の収集、持ち出し行為について、まず、民事上

の責任を免責できるかどうか、免責するような規定を設けるかどうかという点、あとは、民事

ではなく刑事上の責任を免責するような規定を設けることができるかどうかということが、一

つの論点として議論されてきております。 

 その議論の中での課題としましては、いろいろな刑事犯罪、個別の犯罪類型が想定できるわ

けですが、その犯罪類型との関係で、「どのような行為態様であれば免責し得るのか」という

点の具体的な整理が、まだ十分にできていない、あるいは、通報者が資料に関する責任を免責

されたとして、当該情報について守秘等の義務を負う事業者側の漏えい責任はどのようになる

のか、免責されるのか、されないのかという辺りの整理が十分に検討できていないところが、

課題として出てきております。 

 

林 ありがとうございます。免責の基準を明確にするのかどうかが問題だと思うのですが、日

野さん、この公益通報を目的とした証拠の持ち出しについては、「民事のみならず刑事免責も

すべきだ」ということと、「不利益取扱いの一つとして配置転換がなされたときに罰則を設け

るべきではないか」という点について、お考えを聞かせてください。 

 

日野 はい、ありがとうございます。 

 先ほど志水さんがおっしゃった論点も重なるわけでして、かなり難題なのです。労働法制と

の関わりもあります。その上でですが、公益通報のために必要な証拠資料を持ち出す、収集す

る、あとは組織内での権限外の資料閲覧も含まれると思うのですが、法律上、真実相当性の要

件が課せられている以上、一定程度許容されなければ、声を出しづらい状況は続くのではない

かと思います。そのために何らかの免責的な効果を及ぼすべきだと思います。 

 改正法によって２号通報の要件が緩和され、真実相当性要件は不要にはなったのですが、先

ほど出ておりますけれども、今なお３号通報は真実相当性の要件を定めていますし、また、法

人の役員も２号・３号通報では真実相当性が必要になっています。こちらについては、ＥＵ各

国で刑事免責や民事免責は、フランスとドイツでそれぞれ免責を一定の要件でしていますの

で、これは参考にすべきだと思います。 

 あと、労働法制の観点で見れば、２０２２年の改正法によって、１年以内の退職者に法人の

役員も含めておりますので、もはや労働法制というよりも、非常に幅広いといいますか、会社

法や消費者法を含めてハイブリッドな通報者保護立法になったものと、私は思っています。し

たがって、労働法制の枠組みだけではなくて、幅広い法領域の中での公益通報者保護法を考え
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ていくべきだと思います。 

 その上で、労働法で判例法理は非常に一般規範としては重要なのですが、「公益通報者保護

法は労働法の特別法だ」という位置付けを、もう一度再確認をすべきですし、いわゆる労働契

約上の人事権濫用のところは、法理としては当然重要なのですが、公益通報は、例えば職務不

適切、職務の適格性欠如や業務命令違反のような一般的な人事権濫用とは別で、差別的取扱い

の事案であって次元が異なるわけです。公益通報は、正に組織への寄与度、また、社会的利益、

公益性に資する声を上げた方が不利益取扱いを受けるわけですから、そこのレベル感が違うこ

とを、今一度、再認識し、その上で、考え直す必要があると思います。 

 したがって、「公益通報者の保護を優先する」という価値判断と言いますか、判断基準の辺

りを、しっかりと考えていく必要があると思います。公益通報を理由とする解雇や配置転換は

差別的な取扱い事案であるという理解、正にアメリカ法がそうなのですが、雇用差別の一類型

として公益通報を位置付けていくといった観点も必要になってくるのではないかと思います。 

以上です。 

 

林 ありがとうございます。「労働法とは次元が違う法律である」、「通報者を保護する法律

である」というところに重点を置くべきだということですね。 

 志水さん、検討会で「解雇や懲戒処分以外で刑罰を科すべきではないか」という議論はされ

ていると思うのですが、その検討状況をお願いします。 

 

志水 はい。まず、検討会では、今お話があったような「公益通報を理由として解雇や懲戒処

分をされたとき、それに対して刑事罰を科すべきである」ということに関しては、およそ意見

の方向性としては一致を見ておりまして、そのようになりそうな状況ではあります。 

 他方で、配置転換については、委員間でも大きく意見が分かれている状況でございます。日

本の場合、雇用慣行としてメンバーシップ型の雇用が広く行われていて、配置転換も、２、３

年で定期的に実施している事業者さんも多いということで、配置転換に対して刑事罰を科すよ

うな法制度にした場合、事業者の人事や労務の管理に与える影響が大きいというような観点、

あるいは、刑事罰を科す場合には当罰性や構成要件の明確性の観点がありますので、その観点

から配置転換を入れることに対して抵抗感と言いますか、反対意見も出ています。ここは、基

調報告でもあったように、実務においては配置転換が不利益取扱いとして行われるケースが多

く見られるわけですが、他方で、今申し上げたような別の意味での弊害などが指摘されて、意

見が対立といいますか、分かれているような状況でございます。 

 

林 配置転換、解職について、奥山さん、先ほどの話では、「やはり罰則があったほうがいい」

とお考えだということでしたね。 

22/103



 

23 

 

奥山 はい。自治体Ｂの事例に即して考えますと、まずは、解職、局長の職を解かれて総務部

付に異動、配置転換させられて、退職の発令を撤回されたということがあります。その上で懲

戒処分になりましたので、懲戒処分のところだけを捉えれば、もし今回、この改正が実現すれ

ば、場合によっては刑事罰による抑止が及ぶことになるだろうと思うのですが、一連の経緯の

全体像を捉える観点からすると、そのようなことでいいのだろうか。局長の職を解いたことに

ついては、非常に乱暴な人事だったと思うのですけれども、それを看過していいのだろうか、

という疑問を覚えます。 

 

林 ありがとうございます。次に行きます。 

 自治体Ｂ知事の件を見ていくと、知事に「あなたが通報されてますよ」と伝わっている時点

で、「３号通報は本当に機能するのだろうか」という疑問があります。情報が本当に守られる

のか、３号通報は受け皿の幅が広いので、そのようなところに通報したときに、通報者は保護

されるのでしょうか。通報されているという情報が漏れているこの事案からすると、とても危

惧感があるのですが、奥山さん、この事例は、どのような点に問題があったと思われますか。 

 

奥山 知事は、「３月２０日に民間の方から告発文書を入手した」と、百条委員会で説明して

います。「議会関係やマスコミ関係ではない」とも説明しています。誰から入手したのかは定

かではありません。既に申し上げましたように、この告発文書は警察にも送られましたので、

その部分は２号通報です。議員あるいは報道機関に対して送ったのは３号通報です。それらの

どこから知事の手元に流れたのかについては、まだ把握できていません。でも、結果的に流れ

てしまったことは事実です。 

 私は、記者を長年やっていた立場から言わせていただくと、報道機関の記者から知事に渡っ

た可能性は、まずないだろうと思います。記者の習性として、やはり情報源を守らなければな

らない、秘匿しなければならないことは、職業倫理として持っています。匿名の文書なので、

文書を見ただけでは情報源は分からないでしょう。とはいえ、そこは、癖といいますか職業倫

理として「知事に文書を渡してはいけない」という感覚はあるはずです。なので、マスコミの

記者ではないのではないかと、希望的に観測しています。 

 議員については、議員の皆さんには申し訳ない見立てではあるのですが、そこまでの規範は

及んでいないのではないかとも思うので、若干、ラフに文書を扱って、どこかから間接的に渡

った可能性はあるのではないかと思っています。 

 ある議員と９月５日に百条委員会で話した時には、「何をしていればよかったか、何ができ

たかなっていうのは常にあるんです」と、おっしゃっていました。その議員は、自民党の会派

に属しているので、「第三者委員会を作るべし」と自治体に申し入れたり、百条委員会を立ち
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上げたり、そのようなことを会派の中で主張したとおっしゃっていて、そのような意味では、

あの文書が議員に対する通報として受け止められて生かされた、と言っても過言ではないと思

います。 

 

林 なかなか難しいですが、結局、知事のところに行ってしまった、知事が「誰が文書を作っ

たのか調査しろ」と言ったということは、探索行為をさせたということですね。 

 

奥山 そうです。これは、正しく最初から「これは自治体職員が作った文書であろう。中でも

人事畑が長かった局長が作った文書であろう」と、最初から疑って、目星を付けて探索を始め

ていましたので、「これは公益通報だ」という認識を基礎付ける事実関係は認識できていたと

思います。そのような意味では、故意もあったことになるのではないかと思います。 

 

林 日野さん、３号通報も１号と同じで、従事者には守秘義務が当然あると考えてよろしいで

すね。 

 

日野 はい。ここは、明らかになっていない点も多いのですが、何らかの事情で知ったという

ことなのでしょうね。もちろん内容を確認されたわけですから、自身に対する告発内容である

と知った段階で、「自分は一切関与しない」という判断をすべきだったし、人事課も絡まずに

独立した調査をしていく、まずは第三者委員会を立ち上げて徹底して事実関係を明らかにして

再発防止を進めていく、という選択をすべきだったのではないかということですから、先ほど

奥山さんがおっしゃったとおり、この点の誤りがあったのではないでしょうか。そこから犯人

探しが始まったので、公益通報者保護法の趣旨や具体的規定内容の理解を、しっかりと持つべ

きでした。 

 これは、３号通報の受け手も同じで、やはり、報道機関、メディアも多種多様ですし、３号

通報の要件である通報先は「被害の発生や拡大防止に必要と認められるもの」ということで非

常に広いので、消費者団体、労働組合など様々なのです。そのような意味では、受理してから

の守秘義務の部分や扱い方について、一定程度の規範性を置いておく必要があるのではないか

と思います。通報者にとっては３号通報が最後のよりどころにもなりますから、しっかりと通

報者を守る姿勢を持つべきですし、その規範が求められるのではないでしょうか。 

 例えば、３号通報先のテレビ報道で取材内容が放映されたことを契機に通報先の身元が職場

内で分かってしまったケースがありました。実際に、ＢＰＯ、放送倫理・番組向上機構では、

「放送倫理の観点で報道に対して取材源の秘匿を一貫できなかった、放送倫理違反があった」

との結論が出ているものもありますので、やはり、公益通報者の支援や救済申立機関の設置な

ど、今後、具体的に検討する必要があるだろうと考えています。 
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林 ありがとうございます。イギリスにはプロテクトという機関があって、そこが通報を受け

付けたりすることもあるのですが、そのような機関があったらいいということでしょうか。 

 時間が少し押し迫ってまいりました。自治体Ａの事例についても、３号通報者が誰であるの

かという情報が漏れてしまった事案ですが、奥山さん、この事案について、どのような問題点

があるとお考えでしょうか。 

 

奥山  漏れたことは事実なのですが、別件の事件の関連で報道機関の事務所に警察の家宅捜

索、捜索差押えが入って、パソコンが押収され、そのパソコンをよく調べてみたら、自分の自

治体の警察の内部文書のＰＤＦファイルが入っていた。それを端緒に調べたところ、その自治

体警察本部の前生活安全部長という最高幹部の警視正だった人が、その報道機関に原稿を寄稿

することがあるフリーのジャーナリストに、その文書、手紙を匿名で提供していたことが判明

し、それが国家公務員法違反、守秘義務違反の罪に問われて逮捕、起訴されたものです。 

 報道機関側からすると、これは、正に取材源の秘匿を権力によって破られたという事例です。

取材源の秘匿は守られなければならない、憲法上の価値があるものだと、一般に考えられてい

ます。それを破られたことは、憲法第２１条の取材の自由、報道の自由、表現の自由を侵害さ

れたものと考えるべきだと思っています。これまでは、実際にそのようにあからさまで探索的

な捜索差押えが報道機関に対してなされた前例は、１件もありませんでした。事物を特定して

差し押さえた事例は、憲法判例となっている有名な事件が幾つかありますが、特定した事物で

はなく、全く別件のものを、ついでに差し押さえ、そこから別の事件を立てていくというやり

方で取材源に累が及んだことは、本当に前代未聞です。 

 もし、このようなことがまかり通ると、権力機関の内部から報道機関に告発することが、も

うできなくなってしまう。報道機関にいつ家宅捜索が入るか分からないとなると、報道機関に

内部告発を寄せることができなくなります。その萎縮効果は絶大ですので、これを前例にして

はなりません。 

 

林 はい。現に、今、訴訟といいますか、刑事訴追されている件ですね。 

 

奥山 そのとおりです。まだ第１回公判が始まっていないという状況のようです。 

 

林 表現の自由、取材源の秘匿と公益通報が絡んだ事件だと思います。これは、本当に憲法上

の表現の自由の問題ですので、厳しくやっていただきたいと思います。 

 日野さん、公務員の守秘義務と公益通報との関係が、ここで、また問題になっているのです

が、この点については法律上も明らかでないように思うのですが、いかがですか。 
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日野 はい。今日の配付資料（内閣衆質１９３第４０９号国会答弁書）を御覧いただければと

思います。政府答弁として出ているものであり、公務員の守秘義務で公益通報をする場合との

関係性を答弁されていて、通報対象事実、明らかな反社会性を帯びる行為についての情報開示

は、公益性を優先するということで、秘密の価値がないと明記がされて、また、公務員法の違

反行為に当たらないという趣旨だと理解しています。 

 そもそも刑事訴訟法第２３９条については、「職務を行うことにより犯罪があると思料する

ときは、告発をしなければならない」と、告発義務が公務員には課せられているわけです。ま

た、公務員は、身分保障されている以上は、職務に対する事実上の行為を含めて免職、不利益

取扱いが禁止されていることからすれば、正に全体の奉仕者ですから、そのような意味での公

益性を追及する側として守秘義務は、当然、適用除外をしていく、正当な公益通報であれば、

それについては、きちんと保護していくというスタンスが、まずは前提になります。 

 こうした前提を踏まえ、公益通報者保護法第９条については、念入りに、公務員も含めて公

益通報者保護をするという形にしています。 

 問題は、公益通報者保護法第２条の公益通報者に当たるかどうかというところだと思いま

す。そこが分岐点になっていくわけですから、やはり、公益通報に当たるかどうかの判断、あ

とは、公益通報者保護法の刑事免責までを現行法では規定していませんので、この辺り、自治

体Ａ警察の件を踏まえながら、刑事的な免責も含めて検討すべき時期に来ていると思います。 

 また、３号通報のネックは、先ほど来、出ています「真実相当性」です。真実相当性の要件

に値することを裏付ける資料の持ち出し行為と、かなり論点が連動していると言いますか、パ

ラレルになっているわけでして、公益通報のために必要な証拠書類の持ち出し行為、収集行為

についても、やはり、民事・刑事両面での免責が必要になってくる一つの証左ではないかと思

っています。 

 以上です。 

 

林 ありがとうございます。これもパラレルに考えられるということですね。 

 公益通報者保護法が、結構、漠然と書いてあるものだから争いになってしまうところもある

のではないかと思うのですが。公務員の守秘義務も、なかなか、このような問題になってくる

と、公益通報をしたら、また罰せられるということがあって、通報しやすい制度には、なかな

かなっていないように思えます。 

 ということで、本日用意していたお話は、ここまでです。それでは、お一人ずつ、本日のま

とめのお話をしていただきたいと思いますが、よろしいですか。 

 

志水 今日は、長時間にわたりお話を聞いていただき、誠にありがとうございました。 
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 今、公益通報者保護制度検討会の委員として出ているのですが、検討会の最終回が今月の２

４日で、これでもう最終報告になるのではないかと予定されているところであります。年内に

報告書がまとまりますので、皆さんには「どういう報告書になったのか」について、また関心

を持っていただいて、この法律が、より良い法律になるように見守っていただきたいと思って

おりますので、是非、よろしくお願いいたします。 

 

日野 ありがとうございます。 

 本当にいろいろな論点があって、正にこのシンポもそうした論点を共有して考える企画と思

うのですが、世間の耳目を集めた事案を契機にして、今正に、公益通報者保護制度の高度化に

向けたプロセスに入っていると思います。 

 解雇など様々な不利益を受けるきっかけは、「特定された」ことなのです。通報者が分かっ

てしまい、そこから不利益が始まっていくということですから、やはり、そこを断ち切らなけ

ればいけない。特定をさせないための法政策としての罰則化であることを、まず理解すべきで

す。 

 通報の受け手側からすると、「誰が通報したか」ではなくて、「何を通報したか」にシフト

していかなければいけません。「誰が」ということになれば犯人探しに近づいてしまいますの

で、「何を通報したのか」ということです。仮に、通報が公益通報に当たらない場合であって

も、声を上げたことに対する評価、賞賛を、しっかりとすべきであり、そのような社会を作っ

ていくべきだと考えています。 

 以上です。 

 

奥山 英語に「Ｄｏｎ＇ｔ ｓｈｏｏｔ ｔｈｅ ｍｅｓｓｅｎｇｅｒ」ということわざがあ

ります。「情報の伝え手を撃つな」という和訳になるのではないかと思います。「情報を伝え

る人を攻撃するな」あるいは「報復するな」ということだろうと思います。そのようなことわ

ざがわざわざあるということは、もしかしたら、逆に、そのようになりがちである側面が、人

間の性（さが）として、どうしてもあるのかもしれません。僕たちには、そのような心の嫌な

ところを理性で何とか規制していく、そのための規範として公益通報者保護法が発展していっ

てほしいと思います。 

 

林 はい、ありがとうございます。 

 本日は、いろいろなお話をさせていただいたのですが、まず、１号通報として、トップが不

祥事を起こしたときに独立した機関が調査をしなければいけない、窓口にならなければいけな

い、ということを改めて認識したのではないかと思います。 

 通報体制整備についても、整備義務があるけれども、制度さえ作ってしまえばいいというこ
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とではなく、実質的に機能するような通報体制整備をしなければなりません。 

 また、２号通報についても、「書面による通報は、匿名では駄目だ」という考えではなくて、

通報した人とやり取りができるようなツールがあれば機能すると思います。ですので、２号通

報についても、通報しやすくする制度を考えていただけたらと思っています。 

 そして、この公益通報制度は、指針ができてから、もう４年もたったのですが、まだ皆さん

が知らないということは、とても問題だと思います。しかも、先ほどの知事や、公益通報の窓

口にならなければいけないような偉い人たちが知らないことは、非常に問題であると思います

ので、単に「周知しろ」と言うのではなくて、皆が分かるようにしていかなければならないの

ではないかと思っています。 

 そして、真実相当性の立証が難しいことに関してですが、この壁を乗り越えるためには、真

実相当性が分かるようにするための手続を、何とか立証責任の転換でしていただきたいです

し、免責の規定についても明文化していただければと思っております。今、消費者庁が中間論

点の整理をして、この１２月２４日以降に、恐らく報告書を出されると思うのですが、通報し

やすくなるような、より良い制度になるような報告書になることを期待して、私の終わりの挨

拶に代えさせていただきたいと思います。 

 ありがとうございました。 
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公益通報者保護法の更なる改正と制度の充実を求める意見書 

 

２０２４年（令和６年）８月２２日 

日本弁護士連合会 

 

第１ 意見の趣旨 

公益通報者保護法（以下「法」という。）について、以下のとおり更なる改正及

び制度の充実を図ることを求める。 

１ 通報者に対する不利益取扱いをしたことに対する行政措置及び同行政措置に

従わない場合の刑事罰を設けるべきであり、さらに、不利益取扱いをしたこと

に対する直接の刑事罰を設けることを検討すべきである。 

２ 公益通報をしたことを理由として行った解雇その他不利益な取扱いについて、

因果関係の立証責任を事業者に転換する法律上の規定を設けるべきである。 

３ 保護される公益通報のための資料収集行為を理由とした損害賠償請求を一定

の要件の下で制限する明文規定を設けるべきである。 

４ 通報者として保護される対象として「取引先事業者」を含めるべきである。 

５ 事業者の体制整備義務（法第１１条第２項）違反に対する是正命令及び同命

令違反に対する刑事罰を設けるべきである。 

６ 外部公益通報受付窓口の設置を推奨すべきである。 

７ 行政機関への通報（法第３条第２号。以下「２号通報」という。）について、

以下のとおり政策面での対応及び改正をすべきである。 

(1) 労働者等にとって身近で有用な制度として事業者及びその従業員らに対し

て周知・啓発を図る政策をより一層充実させるべきである。 

(2) 法第３条第２号イが定める「公益通報者の氏名又は名称及び住所又は居所」

の記載をしなければならないとの要件に代えて「継続的に連絡を取り合うこ

とのできる連絡先」と規定し、匿名による通報も保護するよう改正すべきで

ある。 

８ 報奨金制度等の公益通報にインセンティブを付与する制度を導入すべきであ

る。 

 

第２ 意見の理由 

２０２０年６月８日、公益通報者保護法の一部を改正する法律が成立し、２０

２２年６月１日に施行された（以下「令和２年改正」という。）。 

令和２年改正では、内部通報をしやすくすることを目的として、内部通報に適
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切に対応するために必要な体制を整備する義務（内部公益通報対応体制整備義務）

及び内部調査に従事する者の守秘義務等が定められ、その適切かつ有効な実施を

図るために必要な項目を定めた「公益通報者保護法に基づく指針」（令和３年内閣

府告示第１１８号）及びその解説が公表された。 

しかし、株式会社ビッグモーターによる不適切な保険金請求等の事件（以下「ビ

ッグモーター事件」という。）や旧株式会社ジャニーズ事務所における性被害事件

等の著名企業における不祥事の発生に鑑みても、上記改正法の目的が未だ達成さ

れていないといわざるを得ない。両事件の報告書によれば、内部通報制度を設置

していなかったか、あるいは設置していても法改正後に形だけ設置したにすぎな

いことが明らかになっており、また、適正手続を無視した降格処分の頻発、コン

プライアンス意識の鈍麻、経営陣に盲従して忖度する歪な企業風土、告発のもみ

消しといった事情が指摘されるなど、通報した場合の報復等を恐れる事情が存在

し、通報を行うことのリスク・障壁が大きく、それを覚悟して通報するメリット

を見出せない、あるいは通報しても握りつぶされるという問題が認められている。

このような事態を踏まえると、法がより機能するためには、通報者を保護する法

体制が整備されなければならない。 

令和２年改正の附則第５条（令和２年６月１２日法律第５１号）で明記された、

施行後３年を目途とした更なる検討を行うための検討会が本年５月から開催され

ている。そこでは、衆議院ないし参議院の附帯決議で検討が明記された、行政処

分等を含む不利益取扱いに対する行政措置・刑事罰の導入、立証責任の緩和、退

職者の期間制限の在り方、通報対象事実の範囲、取引先事業者による通報、証拠

資料の収集・持ち出し行為に対する不利益取扱い等について、諸外国における公

益通報者保護に関する法制度の内容及び運用実態を踏まえつつ検討される見通し

であるが、本意見書は、これらの積み残された論点及びこれまでの議論状況を踏

まえて法改正及び制度の充実を求めて意見を述べるものである。 

１ 通報者に対する不利益取扱いをしたことに対する行政措置及び行政措置に従

わない場合の刑事罰を設けるべきであり、さらに、不利益取扱いをしたことに

対する直接の刑事罰を設けることを検討すべきであること 

令和２年改正においては、公益通報対応業務従事者又は公益通報対応業務従

事者であった者が、正当な理由がなく、その公益通報対応業務に関して知り得

た事項であって、公益通報者を特定させるものを漏らした場合における刑事罰

（法第１２条、第２１条）が導入された。 

公益通報対応業務従事者等に対して守秘義務を課したのは、公益通報者が特

定されることを回避し、もって公益通報しやすくすることにある。しかし、公
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益通報者が特定されるのは、必ずしも公益通報対応業務従事者等が公益通報者

を特定させる情報を漏洩させた場合に限らない。公益通報の対象となった当該

不正を知り得る立場にある者が少ない場合には、事実上、公益通報があったと

いう事実のみをもって公益通報者が特定されてしまうことがあり得る。そのた

め、守秘義務違反のみを刑罰をもって抑止しても公益通報者保護としては不十

分である。 

また、公益通報を理由とした不利益取扱いを受けた場合の救済としては、現

行法下では公益通報者自らが裁判による救済を求めるしか方法がないが、時間

的・経済的負担が重い上に敗訴リスクも抱えるため、救済のハードルが著しく

高く、このことが公益通報を断念する大きな要因となっている。したがって、

新たに行政措置の制度を設けて不利益取扱いの事前抑止及び早期の事後的救済

をする必要性は高い。 

そこで、新たに行政措置（指導・勧告・是正命令）の制度を設け、是正命令

が出されたにもかかわらず、不利益取扱いの撤回等の是正を講じなかった場合

においては、事業者と行為者（不利益取扱いを行った者）に刑事罰を科すこと

ができるようにすべきである（２０１９年３月７日付け「公益通報者保護専門

調査会報告書」に関する意見募集に対する意見書（以下「２０１９年意見書」

という。）。このような、不利益取扱いに対する行政措置を導入するに当たって

は、消費者庁からは、消費者庁自身の判断能力に限界があること、リソースの

問題もある等、行政措置等が十分に行えない可能性があるという懸念が示され

ているが、このような執行体制の問題をもって、不利益取扱いに対する制裁措

置の創設を断念するのは本末転倒である。既存の労働行政担当部局の協力を得

ることが専門人材・組織構成の観点からも有用であるため、制度創設に当たっ

ては消費者庁及び厚生労働省が協働すべきである。 

さらに、全ての違反に対して行政措置を講じることは現実的には不可能であ

ること及び行政措置のみでは抑止効果は薄いことから、不利益取扱いを行った

場合に、事業者とその行為者（不利益取扱いを行った者）が不利益取扱いを行

ったことに対して即時に適用される罰則（直罰）を設けることを検討すべきで

ある（２０１５年９月１１日付け「公益通報者保護法日弁連改正試案」第１５、

１６条）。労働法令でも、法令違反行為の監督機関への申告を理由とした不利益

取扱禁止違反について刑罰をもって定める例は見られるところである（労働基

準法第１０４条第２項違反に対して同法第１１９条第１号等）。 

 ２ 公益通報をしたことを理由として行った解雇その他不利益な取扱いについて、

因果関係の立証責任を事業者に転換する法律上の規定を設けるべきであること 

31/103



4 

令和２年改正の附則第５条（令和２年６月１２日法律第５１号）及び衆議院

ないし参議院の附帯決議で検討が明記された、解雇その他不利益取扱いに対す

る立証責任の緩和は、積み残された論点として、更なる改正の重要課題であり、

当連合会では２０１７年１月２７日付け「公益通報者保護制度の実効性の向上

に関する検討会最終報告書」に関する意見書（以下「２０１７年意見書」とい

う。）及び２０１９年意見書を公表しているところであるが、以下の意見はこれ

を補充するものである。 

問題の所在は、法第３条から法第５条では、「公益通報をしたことを理由とし

て」行った解雇及び労働者派遣契約の解除の無効並びにその他不利益取扱いの

禁止を規定しているが、不利益な取扱いがなされた場合、現行法の規定では、

民事訴訟における証明責任分配の原則に従って、公益通報者が「公益通報をし

たことを理由として」不利益取扱いが行われたことを立証する必要がある点に

ある。しかし、不利益取扱いを行った動機といった事業者の内心に留まる事柄

を、公益通報者が証明することは極めて困難であること、また、事業者は、公

益通報をしたこと以外の理由（通報者の成績不振や勤務態度不良、適所への配

置転換といった事情）を挙げて反論することになるが、それらの事情を基礎づ

ける証拠は事業者が専ら有していること（証拠の偏在）からすれば、それらの

情報や証拠にアクセスできない公益通報者に証明責任を課すことは公平ではな

く、公益通報者が事業者に対する再反論を必要かつ十分に行うことは、やはり

困難を極めている。 

法第８条第１項は「解雇その他不利益な取扱いをすることを禁止する他の法

令の規定の適用を妨げるものではない。」と定めているが、労働法制による救済

では不十分である。 

例えば、解雇権濫用の法理では、労働者側が何らの落ち度もなく勤務してき

たこと等を概括的に主張すれば解雇権濫用の評価根拠事実の主張があったもの

として、使用者側に解雇の理由を解雇権濫用の評価障害事実として主張立証さ

せることとなっており、労働者の立証責任の緩和が図られている。公益通報者

保護法は、労働法制の特別法であるにもかかわらず、このような立証責任の緩

和が一切なされていないことは不合理といわざるを得ない。裁判等では、労働

契約法第１６条の主張のみがなされて公益通報者保護法の主張をしないことや、

公益通報者保護法の主張があっても判断されない場合もあり（東京地判平成２

７年１月１４日・労働経済判例速報２２４２号３頁、和歌山地判平成３０年１

０月３０日・平成２８年（ワ）１８２号）、その存在意義が問われるところであ

る。 
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加えて、配置転換等が不利益取扱いとして権利濫用にあたるとして争われる

場合には、公益通報者が不利益取扱いに該当するか、それが公益通報をしたこ

とを理由としてなされたのか、といったことを立証することは、証拠偏在の現

状では極めて困難であり、その反面、労働者の適正配置や業務運営の円滑化等

の事業者の合理的運営に寄与するといった業務上の必要性については事業者で

主張立証することは比較的容易である。 

したがって、現行法における公益通報者の立証の困難性を解消し、公益通報

がしやすい法体系を構築すべきである。 

そこで、通報者が法第２条第１項に定める公益通報であることを主張立証し

た場合には、事業者は、解雇その他の不利益取扱いが公益通報以外の理由によ

るものであることを主張立証しなければならない、といった立証責任を転換す

る法律上の規定を設ける必要がある（雇用機会均等法第９条第４項参照。ただ

し、同法では１年の期間制限が設けられているが、公益通報の場合は法の趣旨

に鑑みると期間制限を設ける合理性はない。）。 

立証責任を緩和することについては、不利益取扱いを免れることを目的とし

て公益通報が増加することが懸念される、円滑な労働管理及び内部通報制度の

運営に支障を来す可能性がある、といった消極的意見もあるが、法第２条第１

項では「不正な目的」が排除されていること、既述のように事業者は労働者に

関する資料を保有しているため、処分が労働者の非違行為に基づくものであっ

て、不利益取扱いを正当化すること及び通報を理由としてなされたものではな

いことを証明することは困難ではない。したがって、次の更なる法改正では立

証責任を緩和する規定を設けなければならない。 

３ 保護される公益通報のための資料収集行為を理由とした損害賠償請求を一定

の要件の下で制限する明文規定を設けるべきこと 

令和２年改正において、公益通報によって損害を受けたことを理由として公

益通報者に損害賠償を請求することができない旨の明文規定が設けられた（法

第７条）。 

ただし、公益通報を行うには、通報対象事実の具体的な内容やその違法性を

指摘することが必要であり、これらを裏付ける資料として事業者の内部資料を

持ち出す等の資料の収集行為が不可欠である。 

そのため、公益通報者の保護を図るためには、公益通報それ自体についての

損害賠償請求の制限規定だけでなく、公益通報を裏付ける資料の収集行為につ

いて、その責任追及から保護する規定が必要である。 

この点、裁判例では、一般法理等により資料収集行為の違法性を阻却するも
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のもあるが（東京地判平成１９年１１月２１日・判時１９９４号５９頁、大阪

地堺支判平成１５年６月１８日・労働判例８５５号２２頁等）、真実相当性等の

立証のためにどこまでの証拠が必要十分であるか、どのような収集方法が相当

性を認められるのかを、通報者が事前に予見することは困難であるため、一般

法理により事後的に救済される可能性があるというだけでは安心して公益通報

を行うことは期待できない。 

したがって、保護されるべき資料収集行為の要件を明確にした上で、通報を

裏付ける資料収集を理由とした損害賠償請求を制限する明文規定を設けるべき

である。 

なお、２０１９年意見書では、上記の通報を裏付ける資料の収集行為に係る

民事上の責任制限のみならず、通報を裏付ける資料の収集行為に係る刑事上の

責任についても、保護される公益通報のための資料収集行為は刑法第３５条に

いう正当行為に該当し、違法性が阻却されることを明記した規定を設けるべき

である、との意見を述べているが、上記はこれを補充するものであり、令和２

年改正で新設された損害賠償請求の制限規定（令和２年改正法第７条）の対象

を拡張することを求めるものである。 

４ 公益通報の主体に「取引先事業者」を含めるべきであること 

令和２年改正においても、公益通報者として保護される主体に、取引先の事

業者（業務委託やフリーランスで働いている者等を含む）は含まれなかった。 

２０１８年１２月に内閣府消費者委員会が取りまとめた公益通報者保護専門

調査会報告書では、不利益取扱いから保護する通報者の範囲について、「継続的

な取引関係にある取引先事業者は、相手方事業者の不正を知り得る立場にあり、

実際に取引先事業者からの通報により相手方事業者の法令違反が是正された事

案が存在すること、取引先事業者は、通報を理由として、契約の解除や更新拒

絶、取引の数量を減じる等の不利益取扱いを受けるおそれがあることなどから、

取引先事業者が安心して通報ができるようにすることの必要性が高まってい

る。」としつつ、「取引先事業者との関係では、基本的に契約自由の原則が妥当

するとの意見や、契約の解除等の措置が不利益取扱いに当たるかどうかや、不

利益取扱いが公益通報を理由とするかどうかは、極めて難しい判断になる」、

「保護の対象とする事業者の範囲について、被通報者が通報を行う事業者との

関係で一定の優越する地位に立つとは言えない場合には、不利益取扱いのおそ

れが相対的に低い。」、「保護の対象は、被通報者が通報を行う取引先事業者との

関係で一定の優越する地位に立つ場合に限定することが考えられるが、その範

囲を画する合理的な基準についても、更なる検討を要する状況である。」として、
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令和２年の法改正時には「取引先事業者」は保護の対象とされなかった。 

しかし、継続的な取引関係にあるフリーランスや自営業者等の取引先事業者

を保護の対象とすべきである。すなわち、相手方事業者の不正を知り、通報し

ようとする者が、雇用契約がないことから「労働者等」に該当せず、公益通報

をしたとしても保護されないことになるため、相手方事業者からの不利益取扱

いを恐れて、告発することができなかったという事案は多く存在する。相手方

事業者との関係を、雇用関係あるいは役員という地位に限定して解釈するので

あれば、通報者として保護される者の範囲が狭まり、その結果として、不祥事

発覚を遅らせることになりかねない。通報者の範囲は、通報することにより不

利益な取扱いを受けるか否かにより判断されるべきである。 

ＥＵ公益通報者保護指令（以下「ＥＵ指令」という。）では、業務に関連して

違法な事実に関する情報を取得した個人事業主、ボランティア、請負業者・下

請業者等の監督と指示で働く者等に適用されるとし (ＥＵ指令第４条第 1 項)、

さらに、採用プロセス又はその他契約前の交渉中に違反が取得された場合で業

務上の関係が開始されていない者も保護の対象としている（同条第３項）。我が

国においてもＥＵ指令のように通報者として保護の対象とすべき範囲は拡大さ

れるべきであり、通報により現に不利益な取扱いを受けるおそれのある継続的

な取引関係にある自営業者等の取引先事業者も含めるべきである（２０１７年

意見書）。 

５ 事業者の体制整備義務違反に対する是正命令及び同命令違反に対する刑事罰

を導入すべきこと 

  令和２年改正において、常時使用する労働者の数が３００人超の事業者につ

いて、内部公益通報体制整備が法的に義務付けられた。もっとも、消費者庁が

本年４月に公表した「民間事業者等における内部通報制度の実態調査報告書」

によると、非上場事業者を中心に、法的義務の対象とされながら内部通報規程

の策定をしていない事業者が未だ多く存在しており、特に、法的義務の対象で

あることを自覚しながら策定していない事業者の割合も少なくないとのことで

ある。このような状況に照らすと、体制整備義務の履行を促進するための対応

策の検討が急務であるところ、現行法下では、消費者庁には報告徴収、助言、

指導、勧告、公表の権限しかなく、是正命令制度は規定されていない。 

また、体制整備義務違反に対して刑事罰による担保がないことから、仮に労

働者等が事業者内部で、あるいは消費者庁等に対し、体制整備義務違反の事実

を通報した場合であっても、通報者が法により保護されない事態が生じるが、

これでは法的義務とした意義が減退し、不合理である。 
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現行法では、体制整備義務の履行が十分に促進されないことから、事業者の

体制整備義務違反に対し、新たに是正命令制度を規定し、是正命令に従わない

場合の刑事罰の規定を設けるべきである。 

６ 外部公益通報受付窓口の設置を推奨すべきであること 

令和２年改正では、「公益通報者の保護を図る」（法第１１条第２項）ことを

一つの目的とし、内部公益通報対応体制整備義務を定め、同条第４項では内閣

総理大臣が事業者がとるべき措置に関する指針を定めることとし、それに基づ

き「公益通報者保護法に基づく指針」（令和３年内閣府告示第１１８号）及びそ

の解説が策定されている。内部公益通報対応体制整備義務は、内部公益通報（１

号通報）に関するものであり、事業者内部への通報を前提としている。 

しかし、事業者内部への通報は、小規模事業者内では通報窓口の従事者が顔

見知りであったり、人的関係から通報者が容易に知られてしまう可能性もあり、

安心して通報することが困難な場合が多く、公益通報の障壁となる事態が想定

される。 

そこで、内部公益通報受付窓口を、事業者の外部（外部委託先、親会社等）

に設置することを推奨すべきである（外部公益通報受付窓口の設置）。 

この点に関し、上記指針の解説では、「内部公益通報受付窓口については、事

業者内の部署に設置するのではなく、事業者外部（外部委託先、親会社等）に

設置することや、事業者の内部と外部の双方に設置することも可能である。」、

「中小企業の場合には、何社かが共同して事業者の外部（例えば、法律事務所

や民間の専門機関等）に内部公益通報受付窓口を委託すること」等の記載があ

るが、例示として挙げられているのみで、外部公益通報受付窓口の設置を推奨

しているわけではない。令和２年改正によっても、内部公益通報が安心して通

報できない状況が生じ易いことから、事業者がとるべき措置に関して定めた指

針及びその解説において、外部公益通報受付窓口の設置を推奨すべきである。 

７ 行政機関への通報（２号通報）の政策面での対応及び改正を行うべきである

こと 

(1) 労働者等へのより一層の周知・啓発の必要性について 

令和２年改正によって、行政機関への通報（２号通報）は、法第３条第２

号で掲げるイないしニの事項を記載した書面を提出すれば、通報者が「通報

対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料」している場合

には保護されることになった（通報者の保護要件緩和）。 

しかし、令和２年改正後においても、既述のビッグモーター事件等から分

かるとおり、行政機関への通報（２号通報）が十分活用されているとは言い
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難いのが実態である。組織全体の不正や組織のトップによる不正の場合には、

内部公益通報（１号通報）による自浄作用を期待できないため、行政機関へ

の通報（２号通報）の重要性はより高まる。それにもかかわらず利用が進ま

ない背景としては、労働者等に対する制度の周知が行き渡っていないか、情

報としては見聞きしていても、身近な制度として理解・信頼されていないと

考えられる。 

したがって、一人一人の労働者にとって身近で有用な制度とすべく、事業

者は当然として、特にその従業員らに対し、行政機関への通報（２号通報）

の存在及び保護要件等について、周知・啓発を図る政策をより一層進めるべ

きである。 

(2) 匿名等による通報の保護（法第３条第２号イ） 

 上記(1)で述べたとおり、行政機関への通報（２号通報）は、令和２年改正

によって、法第３条第２号で掲げるイないしニの事項を記載した書面を提出

すれば、通報者が「通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしてい

ると思料」している場合には保護されることになった（通報者の保護要件緩

和）。 

もっとも、イに掲げる事項は「公益通報者の氏名又は名称及び住所又は居

所」となっており、氏名や名称、住所等の記載がない場合には文言上要件を

満たさないことになり保護されないことになる。 

しかし、「公益通報」（法第２条）では、その要件として顕名は求められて

おらず、匿名での通報も「公益通報」に該当すると解釈されている。また、

法第３条第２号イで氏名等の記載を求めた趣旨は、通報内容の確認等のため

に通報者と連絡がとれるようにするためであることからすれば、連絡先の記

載があれば本趣旨に適う。そもそも、弁護士が代理人となって匿名通報を行

う場合にまで「公益通報」に該当するものを保護の範囲外とすることは法の

目的に反するであろう。通報者の心理状態として、顕名での通報は個人情報

の漏洩のリスクを考えると、心理的障壁が高い。 

そこで、法第３条第２号イに掲げる事項は、「継続的に連絡を取り合うこと

のできる連絡先」を記載した場合も含まれると改正すべきである。 

８ 報奨金制度等の公益通報にインセンティブを付与する制度を導入すべきであ

ること 

公益通報者保護法は、保護要件を満たす公益通報をした者を不利益取扱い等

から保護する規定を置いている。 

しかし、通報者は、たとえ保護が及ぶ場合であっても、実際に不利益取扱い
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を受けてしまった場合には、訴訟を提起するなどしなければならず、その場合

の金銭的・時間的・精神的負担は極めて大きい。そして、仮に勝訴したとして

も、基本的には不利益取扱いが是正されて元に戻るだけであり、弁護士費用な

どに支出した費用すら回復されない。 

その結果、通報者としては、リスクを考えれば、公益通報を行うことは経済

的には何のメリットもなく、むしろマイナスでしかないということになる。こ

のような問題から、組織内の不正を認識しても公益通報をしないという者は相

当程度存在しており、実際の相談事例をみても、当初は公益通報を希望してい

た者が、リスク等の説明を受けた後に公益通報を断念するといった例は珍しく

ない。 

このような状況が改善されない限りは、公益通報は必要以上に抑制されるこ

とになり、有益な公益通報が大きく増加することは見込めない。現状を改善す

るためには、公益通報者の経済的ディスインセンティブを解消し、経済的イン

センティブを付与する制度を導入し、公益通報者に負担が過度に偏った現状を

是正することが求められる。 

具体的には、いくつかの方策が考えられる。 

一つ目は、労働基準法に定められている付加金制度（労働基準法第１１４条）

を参考に、公益通報に関して同趣旨の制度を設けることである。例えば、公益

通報を理由とする不利益取扱いを理由とする解雇・降格・減給などがなされ、

それが無効とされた結果、未払賃金が発生した場合に、未払賃金に加えて付加

金の支払も命じることができるとすることが考えられる。その場合には、公益

通報が公益に資する行為であることに鑑み、付加金の額を未払賃金の２倍もし

くは３倍にするなどして通常の未払賃金の場合よりも多くすることや、付加金

の支払を必要的にすることなども考えられる。 

二つ目は、報奨金制度である。これは、有益な公益通報を行った公益通報者

に対して国が報償金を支払うという制度である。諸外国においては、このよう

な制度を導入する国も増えてきているが、その類型は大きく二つに分かれる。

一つは有益な公益通報がなされた場合に、その結果、国に歳入があったかどう

かにかかわらず、公益通報者に一定の報償金を支払うというものであり、韓国

などにおいて導入されている。もう一つは、公益通報の結果、事業者に罰金や

制裁金などの支払が命じられて国庫に入った場合に、その一定割合を公益通報

者に報償金という形で分配するというものであり、アメリカ合衆国などにおい

て導入されている。いずれの類型にせよ、その要件設定や規模によっては、公

益通報することについての強い経済的インセンティブとなり得るであろうし、
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公益通報を大きく促進する可能性がある。 

三つ目は、公益通報を理由とする不利益取扱いを受けた者に対して、国が補

償を行ったり、裁判費用を援助したりするような制度を導入することであり、

韓国などにおいて導入されている。 

これらの諸制度についてはこれまで十分な検討がされてこなかったことから、

早急に検討を開始した上で、公益通報にインセンティブを付与する制度を導入

すべきである。 

以上 
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衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
政
府
職
員
の
通
報
が
公
益
通
報
保
護
制
度
の
対
象
に
な
る
か
否
か
の
基
準
に
関
す
る
質

問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

公
益
通
報
者
保
護
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）

第
百
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
課
さ
れ
る
守
秘
義
務
を
解
除
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
公
益
通
報
者
保
護
法
第
二
条
第
三
項

に
規
定
す
る
通
報
対
象
事
実
（
以
下
「
通
報
対
象
事
実
」
と
い
う
。
）
は
、
犯
罪
行
為
な
ど
の
反
社
会
性
が
明
白
な
行
為
の

事
実
で
あ
り
、
国
家
公
務
員
法
第
百
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
秘
密
」
と
し
て
保
護
す
る
に
値
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、

そ
も
そ
も
、
通
報
対
象
事
実
に
つ
い
て
、
国
家
公
務
員
法
第
二
条
に
規
定
す
る
一
般
職
に
属
す
る
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と

い
う
。
）
が
公
益
通
報
者
保
護
法
第
三
条
各
号
に
定
め
る
公
益
通
報
を
し
た
と
し
て
も
、
国
家
公
務
員
法
第
百
条
第
一
項
の

規
定
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

二
に
つ
い
て

一
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
通
報
対
象
事
実
に
つ
い
て
、
職
員
が
公
益
通
報
者
保
護
法
第
三
条
各
号
に
定
め
る

公
益
通
報
を
し
た
と
し
て
も
、
国
家
公
務
員
法
第
百
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ

一
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で
あ
り
、
御
指
摘
の
「
国
家
公
務
員
法
上
の
守
秘
義
務
違
反
を
免
責
さ
れ
る
事
例
の
具
体
的
な
指
針
」
に
当
た
る
も
の
は
存

在
し
て
い
な
い
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
法
第
百
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
秘
密
」
と
は
、
一
般
に
知
ら
れ
て
い
な
い
事
実
で
あ
っ
て
、
他
に
知
ら
れ

な
い
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
利
益
を
有
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
非
公
知
性
及
び
秘
匿
の
必
要
性
の
二
つ
の
要
素
を
具
備
し

て
い
る
事
実
を
い
う
と
こ
ろ
、
具
体
的
な
事
実
が
当
該
「
秘
密
」
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
、
事
案
に
即
し
て
個
別
具
体
的

に
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
た
め
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

三
及
び
四
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
具
体
的
な
事
実
が
国
家
公
務
員
法
第
百
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
秘
密
」

に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
、
事
案
に
即
し
て
個
別
具
体
的
に
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
当
該
事
実
が
当
該
「
秘
密
」
に

該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
漏
ら
す
行
為
が
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十

七
条
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

六
及
び
七
に
つ
い
て

二
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御
指
摘
の
「
国
民
の
知
る
権
利
に
資
す
る
こ
と
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
一

に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
通
報
対
象
事
実
に
つ
い
て
、
職
員
が
公
益
通
報
者
保
護
法
第
三
条
各
号
に
定
め
る
公
益

通
報
を
し
た
と
し
て
も
、
国
家
公
務
員
法
第
百
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
国
家
公
務
員
法
第
百
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
秘
密
」
に
該
当
す
る
事
実
で
あ
っ
て
も
、
他
の
法
益
と
の
権
衡
上
、

こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
、
職
員
又
は
退
職
者
が
法
令
に
よ
る

証
人
、
鑑
定
人
等
と
な
り
、
職
務
上
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
を
発
表
す
る
に
は
、
所
轄
庁
の
長
（
退
職
者
に
つ
い
て
は
、
そ

の
退
職
し
た
官
職
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
官
職
の
所
轄
庁
の
長
）
の
許
可
を
要
す
る
旨
を
定
め
、
守
秘
義
務
を
解
除
し
得
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
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地方公共団体向け内部規程例 

（内部の職員等からの通報用） 

 

2022 年２月 

眞砂法律事務所 弁護士  林  尚 美 

 

 

 

 

本規程例は，内部通報制度を導入するに当たりどのような規程を制定すれば良いのか
分からないという事業者の声を踏まえ，著者が，消費者庁主催の地方公共団体向け研
修会において，著者による説明資料の補助資料として作成したものである。 
本規程例は，指針の解説に記載されている推奨事項の一部を盛り込んだ内部規程の一
例であり，消費者庁として公式に認定したものではない。事業者は，各事業者の実情
等を踏まえ，本規程例と異なる独自の定めを置いて差し支えない。 
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地方公共団体向け内部規程例 

第１条（目的） 

本規程は，公益通報者保護法(平成 16 年法律 122 号)及び公益通報者保護法の一部を改正す

る法律(令和 2 年法律 51 号)を踏まえ，●●市 1（以下「本市」という。），本市職員等，委託先

事業者及び委託先事業者の役職員等の法令違反行為等に関する，本市職員等及び委託先事業者

の役職員等からの通報等に対応する仕組みを整備し運用することにより，通報等をした者及び

調査協力者（以下「通報等をした者等」という。）を保護するとともに，本市組織の自浄作用の

向上に寄与することにより本市の法令遵守を図り，もって市民の信頼を確保することを目的と

する。 

第２条（定義） 

１ 本規程において「本市職員等」とは，次の者をいう。 

①本市の職にある者 2 

②①であった者 3 

２ 本規程において「委託先事業者の役職員等 4」とは，次の者をいう。 

                                                      
1 本規程例は市を想定した記載としているところ，県町村においては，網掛け箇所を中心とし
て，これを読み替えるものとする。 
2 職員のほか，市長，副市長，地方自治法第 138 条の４第 1 項に規定する委員並びに同 3 項に
規定する附属機関の構成員及び本市の機関の事務を補助する職員を含む。また，雇用形態を問
わない（臨時職員，非常勤嘱託職員等を含む）。 
3 本規程例では，公益通報者保護法の範囲を超えて，退職後 1 年以内の者に限らない文例を記
載しているが，公益通報者保護法の範囲に基づき退職後１年以内の退職者に限定することも認
められる。 
4 実務上は，外部者である委託先事業者の役職員等に対する当該規定の実効性を確保するた
め，行政機関と委託取引先との契約において本規定例に定める義務事項を盛り込むことも考え
られる。 
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①本市の事務又は事業を本市以外の者に委託し又は請け負わせている事業者並びに地方自治

法第 244 条の２第 3 項により公の施設の管理を同項に規定する指定管理者に行わせている事

業者 5の役員及びその従業員 

②①であった者 

３ 本規程において「法令違反行為等」とは，次のいずれかの行為をいう。 

①本市及び本市職員等の職務の執行について，法令(法律，法律による命令，条例，本市が定

める各種規則その他の規程 6を含む。)以下同じ。)に違反する行為及びその他不適正な行為 

②委託先事業者及び委託先事業者の役職員等の職務の執行について，法令に違反する行為及

びその他不適正な行為 

４ 本規程において「通報」とは，法令違反行為等が生じ，又はまさに生じようとしていると

思料して，その旨を知らせることをいい，「相談」とは，内部通報に先立ち又は関連して必要

な助言を受けることをいう。通報又は相談を併せて「通報等」という。 

５ 本規程において「内部通報」とは，法令違反行為等が生じ，又はまさに生じようとしてい

ることを通報窓口又は職制上の上司に通報することをいう。 

６ 本規程において「通報窓口」とは，本市組織内に設置した，利用対象者が通報等をするた

めの窓口（以下「内部窓口」という。）及び本市組織外に設置した，利用対象者が通報等をす

るための窓口（以下「外部窓口」という。）の総称をいう。 

７ 本規程において「利用対象者」とは，通報窓口を利用することができる者のことであり，

本市職員等及び委託先事業者の役職員等をいう。 

                                                      
5 その他法令等の規定により本市の事務又は事業を本市以外の者に委託事務等を行わせている
事業者がある場合は当該者も含まれるものとする。 

6 地方自治法 138 条の４第 2 項に基づき定める規程及び地方公営企業法第 10 条に基づき定め
る管理規程を含む。 

89/103



3 
 

８ 本規程において「対象事案」とは，通報窓口に対して内部通報された事案をいう。 

９ 本規程において「通報対応業務」とは，通報等を受け，並びに対象事案を調査をし，及び

対象事案の是正措置等を検討・実行する業務をいう。なお，かかる業務の全部又は一部を実行

する場合のいずれであっても「通報対応業務」を行っているものといえる。 

10 本規程において「通報窓口担当者」とは，通報窓口において通報等を受け付ける者をいう。 

11 本規程において「調査担当者」とは，対象事案の調査に関与する者をいう。 

12 本規程において「通報等をした者を特定させる事項」とは，通報等をした者又は調査協力

者が誰であるか認識することができる事項をいう。 

13 本規程において「従事者」とは，通報窓口において受け付ける内部通報に関して通報対応

業務を行う者であり，かつ，通報等をした者を特定させる事項を伝達される者をいう。 

14 本規程において「調査協力者」とは，対象事案に関する調査に協力した者をいう。 

15 本規程において「被通報者」とは，法令違反行為等を行った，行っている又は行おうとし

ているとして通報された者をいう。 

16 本規程において「範囲外共有」とは，通報等をした者を特定させる事項を必要最小限度の

範囲を超えて共有する行為をいう。 

17 本規程において「通報等をした者等の探索」とは，通報等をした者等を特定しようとする

行為をいう。 

18 本規程において「処分等」とは，法令等に定める懲戒処分，口頭での指導や注意を含め，

本市が行うことができる一切の措置をいう。 

19 本規程において「不利益な取扱い」とは，通報等をしたこと又は対象事案に関する調査に

協力したことを理由とする本市，本市職員等，委託先事業者又は委託先事業者の役職員等から
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の，懲戒処分その他の不利益な取扱い 7をいう。 

20 本規程において「発生部署」とは法令違反行為等が生じ，又はまさに生じようとしている

部署をいう。 

21 本規程において「是正措置等」とは是正に必要な措置及び再発防止策を併せたものをいう。 

第３条（内部通報の体制整備） 

１ 本市は，本市職員等及び委託先事業者の役職員等からの通報等に対応する仕組みを整備し，

通報対応業務を統括する通報対応責任者を置くこととし，総務部長 8をもってこれにあてる。 

２ 通報対応責任者は，通報対応業務を適切に行うため，次に掲げる内部通報対応体制 9を整備

し，運用する。 

①通報窓口の設置をすること 

②対象事案が，本市市長その他本市幹部職員に関係する場合，これらの者からの独立性を

確保する措置をとること 

③通報窓口において，ⅰ通報により調査中の対象事案と同種案件であるもの，ⅱ既に対象

事案に関する調査又は是正措置等がとられ解決済みであるもの，ⅲ内部通報をした者と連

                                                      
7 職員たる地位の得喪に関する行為（免職，辞職の強要，任期の更新拒否，本採用・再任用の
拒否，休職等），人事上の取り扱いに関する行為（降格，降任，不利益な配置換・転任・長期
出張等の命令，昇進・昇格における不利益な取扱い，懲戒処分等），経済待遇上の取り扱いに
関する行為（減給その他手当等における不利益な取り扱い，不当な損害賠償請求等），精神上
又は生活上の取り扱いに関する行為（事実上の嫌がらせ等）をさす。 
8 通報対応責任者は，当該地方公共団体全体に対して指揮・監督権限を有する幹部職員（市区
町村長，副市区町村長，総務部長等）とすることが考えられる。本規程では「総務部長」とし
た。 
9 本規程例では，「内部通報」を「法令違反行為等が生じ，又はまさに生じようとしているこ
とを通報窓口又は職制上の上司に通報することをいう。」と定義しており，公益通報者保護法
上の通報対象事実が生じ，又はまさに生じようとしていることに限定していない。そのため，
指針にある「内部公益通報対応体制」ではなく，「内部通報対応体制」との文言を使用してい
る。 
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絡が取れず事実確認が取れないもの等，正当な理由がある場合を除いて，必要な調査を実

施すること 

④③の調査の結果，対象事案について法令違反行為等が明らかになった場合，是正措置等

をとること 

⑤④の是正措置等をとった後，当該是正措置等が適切に機能しているかを確認し機能して

いない場合，改めて是正措置等をとること 

⑥通報対応業務において利益相反を排除すること 

⑦不利益な取扱いが行われることを防止すること 

⑧範囲外共有を防止すること 

⑨通報等をした者等の探索を行うことを防止すること 

⑩公益通報者保護法及び本市内部通報対応体制について，本市職員等及び委託先事業者の

役職員等に対して教育・周知を行うこと 

⑪従事者に対しては，通報等をした者を特定させる事項の取扱いについて特に十分な教育

を行うこと 

⑫通報窓口は，利用対象者から寄せられる内部通報及び相談に対応すること 

⑬通報窓口において，文書による内部通報を受け付けた場合，当該内部通報に係る法令違

反行為等の中止その他是正に必要な措置をとったときはその旨を，当該内部通報に係る法

令違反行為等がないときはその旨を，適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密，信用，名

誉，プライバシー等の保護に支障がない範囲において，当該内部通報をした者に対し，速

やかに通知すること 

⑭通報窓口に寄せられた内部通報への対応に関する記録を作成し，適切な期間保管するこ

と 
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⑮内部通報対応体制の定期的な評価・点検を実施し必要に応じて内部通報対応体制の改善

を行うこと 

⑯通報窓口に寄せられた内部通報に関する運用実績の概要を適切な業務の遂行及び利害関

係人の秘密，名誉，プライバシー等の保護に支障のない範囲において利用対象者に開示す

ること 

３ 通報対応責任者は，前項に規定する事務を総務部コンプライアンス課 10に行わせることが

できる。 

第４条（通報窓口） 

１ 本市において通報等を受け付けるため，次の通報窓口を設置し，次に掲げる者を通報窓口

担当者として定め，通報等の受け付けを担当させ，通報対応責任者がこれを統括する。  

  ①内部窓口 総務部コンプライアンス課の担当者 

②外部窓口 11  

ⅰ Ｘ法律事務所の担当弁護士 

ⅱ Ｙ社の担当者 

ⅲ 外部弁護士等の第三者により構成されるコンプライアンス委員会や第三者委員会等

（以下「第三者委員会等」という）の委員 

２ 前項に定める通報窓口担当者であって通報等をした者を特定させる事項を伝達される者は，

「従事者」として指定される。 

                                                      
10 通報等への適切な対応が可能な法務部，総務部，コンプライアンス課等が担当することが
考えられる。本規程では「総務部コンプライアンス課」とした。 
11 通報等をしようとする者が窓口を利用しやすくするため匿名性が保たれた外部窓口とし
て，ⅰ法律事務所の弁護士，ⅱ外部委託会社，ⅲ第三者委員会等が考えられる。いずれの場合
も，本市の業務に関わる者を指定することは利益相反となる可能性が高く適切ではない。 
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３ 第７条第３項に定める調査担当者であって通報等をした者を特定させる事項を伝達される

者は，「従事者」として指定される。 

４ 第 8 条第 4 項に定める対象事案の是正措置等を検討又は実行する者であって通報等をした

者を特定させる事項を伝達される者は「従事者」として指定される。 

５ 通報対応責任者は，前３項の規定により指定される従事者に対し，従事者の地位に就くこ

とが当該者自身に明らかとなる方法により伝達する。 

第５条（通報窓口の利用方法） 

１ 利用対象者は，通報窓口に対し，次の各号に定める事項を，電話，電子メール，ＦＡＸ，

郵送又は面談の方法により知らせることで，内部通報をすることができる。 

①法令違反行為等に関する事実の内容 

②法令違反行為等が生じ，又はまさに生じようとしていると思料する理由 

２ 利用対象者は，匿名で通報窓口を利用することができる。 

第６条（情報を共有する者の範囲） 

１ 通報等をした者を特定させる事項を下記の範囲に限り共有するものとし，正当な理由がな

い限り，当該範囲を超えて共有しない。 

①内部窓口が利用された場合       通報対応責任者，通報窓口担当課長及び通報 

窓口担当者 

②外部窓口が利用された場合 

ⅰ Ｘ法律事務所が利用された場合     Ｘ法律事務所の担当弁護士 

ⅱ Ｙ社が利用された場合         Ｙ社の担当者 

ⅲ 第三者委員会等が設置された場合   第三者委員会等の委員 

２ 通報等をした者を特定させる事項以外の情報についても，共有範囲については慎重に検討
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することとし，原則として通報窓口担当者，調査担当者，対象事案の是正措置等を検討又は

実行する者に限り共有し，不当な目的に利用してはならない。但し，当該通報等をした者が

予め明示的に同意した場合又はその他正当な理由があると客観的に判断される場合は，この

限りではない。 

３ 対象事案に関する調査により得られた情報のうち調査協力者を特定させる事項は，調査担

当者に限り共有する。但し，当該調査協力者が予め明示的に同意した場合又はその他正当な

理由がある場合は，この限りではない。 

４ 調査協力者から得られた調査協力者を特定させる事項以外の情報は，調査担当者に限り共

有する。但し，調査協力者が予め明示的に同意した場合又はその他正当な理由がある場合は，

この限りではない。 

５ 本市は，前 4 項に違反した者に対して適切な処分等を課す 12。 

第７条（調査） 

１ 通報対応責任者は，通報の調査を統括し，ⅰ通報により調査中の対象事案と同種案件であ

るもの，ⅱ既に対象事案に関する調査又は是正措置等がとられ解決済みであるもの，ⅲ内部

通報をした者と連絡が取れず事実確認が取れないもの等，正当な理由がある場合を除いて，

直ちに必要な調査を実施する。 

２ 通報対応責任者は，本市市長その他本市幹部職員が関与する法令等違反が明らかになった

場合，調査に関する独立性を確保するため，外部弁護士又は第三者委員会のモニタリングを

受けながら調査する。 

３ 通報対応責任者は，対象事案について，次に掲げる者を調査担当者として定め，調査を担

                                                      
12 本規定に従い適切な処分等を行うためには，賞罰規程等において根拠規定が必要になると
考えられるため，賞罰規程等にも同様の規定を設けることも併せて検討。「処分等を課す」と
ある規定について，以下同じ。 
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当させる。 

①内部窓口が利用された場合     当該通報窓口担当者又は発生部署で法令等遵守に

ついて担当する者（以下「法令等遵守担当者」と

いう。） 

②外部窓口が利用された場合 

ⅰＸ法律事務所が利用された場合  Ｘ法律事務所の担当弁護士又は発生部署の法令等 

遵守担当者 

ⅱＹ社が利用された場合      Ｙ社の担当者又は発生部署の法令等遵守担当者 

ⅲ第三者委員会等が設置された場合 第三者委員会等の委員，当該通報窓口担当者又は

発生部署の法令等遵守担当者 

第８条（是正措置等） 

１ 調査担当者は，調査の結果法令違反行為等が明らかとなった場合，その旨を通報対応責任

者に報告する。 

２ 通報対応責任者は，対象事案の是正措置等の検討及び実行を統括し，前項による報告を受

けたときは，速やかに自ら又は第三者をして是正措置等の検討及び実行をする。 

３ 通報対応責任者は，次に掲げる者を対象事案の是正措置等を検討又は実行する者として定

め，是正措置等の検討又は実行を担当させることができる。 

①内部窓口が利用された場合    当該通報窓口担当者又は発生部署の法令等遵守担当者 

②外部窓口が利用された場合 

ⅰX 法律事務所が利用された 

場合               Ｘ法律事務所の担当弁護士又は発生部署の法令等遵

守担当者 
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ⅱＹ社が利用された場合       Ｙ社の担当者又は発生部署の法令等遵守 

担当者 

ⅲ第三者委員会等が設置された場合  第三者委員会等の委員，当該通報窓口担当者又は発

生部署の法令等遵守担当者 

４ 通報対応責任者は，本市市長その他本市幹部職員が関与する法令等違反が明らかになった

場合，是正措置の検討及び実行に関する独立性を確保するため，外部弁護士又は第三者委員会

のモニタリングを受けながら是正措置を検討及び実行する。 

５ 通報対応責任者は，法令違反行為等の是正措置等が適切に機能しているかを検証し，適切

に機能していないことが判明した場合，追加の是正措置等を講ずる。 

第９条（処分等） 

第７条による調査の結果，法令違反行為等が明らかになった場合には，本市は，当該法令違

反行為等に関与した者に対して適切な処分等を課す。 

第 10条（記録） 

通報対応責任者は，通報窓口に寄せられた内部通報への対応に関する記録を作成し，少なく

とも対応終了後 10 年間 13，保管する。 

第 11条（協力義務） 

１ 本市職員等及び委託先事業者の役職員等は，通報対応責任者が行う調査に協力する。 

２ 本市職員等及び委託先事業者の役職員等は，調査を受ける場合には，これに誠実に応じな

ければならず，虚偽を述べてはならない。 

３ 前２項に違反した本市職員等及び委託先事業者の役職員等に対して適切な処分等を課すこ

とができる。 

                                                      
13 文書管理規程等においても同様の定めを置くことが考えられる。 
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第 12条（通報等をした者等の保護） 

１ 本市，本市職員等及び委託先事業者の役職員等は，通報等をした者に対して，通報等をし

たことを理由として，不利益な取扱いを行ってはならない。 

２ 本市職員等及び委託先事業者の役職員等は，調査協力者に対して，対象事案に関する調査

に協力したことを理由として，不利益な取扱いを行ってはならない。 

３ 本市は，第１項又は２項に違反した者に対して適切な処分等を課す。 

４ 第１項又は第２項に定める不利益な取扱いが行われた場合には，本市は，当該不利益な取

扱いを受けた者に対して適切な救済及び回復のための措置を講ずる。 

第 13条（通報等をした者等の探索の禁止） 

１ 本市職員等及び委託先事業者の役職員等は，通報等をした者等の探索をしてはならない。 

２ 本市は，前項に違反した者に対して適切な処分等を課す。 

第 14条（秘密保持） 

１ 本市職員等及び委託先事業者の役職員等は，本規程に定める場合のほか，法令に基づく場

合等の正当な理由がない限り，対象事案に関する情報を開示してはならず，当該情報について

秘密を保持しなければならない。 

２ 本市職員等及び委託先事業者の役職員等は，本規程に定める場合のほか，法令に基づく場

合等の正当な理由がない限り，対象事案に関する情報を目的外に使用してはならない。 

３ 前２項に違反する行為が行われた場合には，本市は，当該者に対して適切な処分等を課す。 

第 15条（利益相反の排除） 

１ 次の各号のいずれかに該当する場合，対象事案の通報窓口担当者，調査担当者又は是正措

置等の検討若しくは実行に関与する者となることができない。 

① 法令違反行為等の発覚や調査の結果により実質的に不利益を受ける者 
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② 内部通報をした者又は被通報者と親族関係にある者 

③ 公正な対象事案に関する調査や法令違反行為等の是正措置等の検討又は実施を阻害しうる

者 

２ 通報窓口担当者は，自らが前項各号のいずれかに該当する内部通報を受け付けた場合，他

の通報窓口担当者に引き継ぐ。 

３ 調査担当者又は是正措置等の検討若しくは実行に関与する者は，それぞれ業務に着手する

時点で，第１項各号のいずれにも該当しないことを確認し，そのいずれかに該当する場合，通

報対応責任者に報告する。 

４ 前項の報告を受けた通報対応責任者は，前項の報告をした者を対象事案に関与させてはな

らない。 

５ 本市は，第１項各号のいずれかに該当することを報告することなく通報対応業務に関与し

た者に対し，処分等を課す。 

第 16条（通知等） 

１ 通報窓口担当者は，内部通報をした者の連絡先の分からない場合を除いて，当該者に対し

て，当該内部通報を受け付けた旨を，当該内部通報の日から 20 日以内 14に通知しなければな

らない。 

２ 通報窓口担当者は，内部通報をした者の連絡先の分からない場合を除いて，当該者に対し

て，対象事案に関する調査の結果及び是正措置等について，適正な業務の遂行及び利害関係人

の秘密，信用，名誉，プライバシー等の保護に支障がない範囲において，速やかに通知しなけ

ればならない。 

３ 通報窓口担当者は，内部通報をした者の連絡先の分からない場合を除いて，対象事案に関

                                                      
14 2 号通報ができる場合とあわせた。 
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する調査開始後是正措置完了までの間，必要に応じて，第 12 条第 1 項に規定する不利益な取

扱いを受けていないか確認しなければならない。 

４ 調査担当者は，調査協力者に対して，対象事案に関する調査開始後是正措置完了までの間，

必要に応じて，第12条第2項により禁止される不利益な取扱いを受けていないか確認をする。 

第 17条（職制上の上司への通報） 

１ 本市職員等及び委託先事業者の役職員等は，職制上の上司に対して内部通報をすることが

できる。 

２ 前項の内部通報を受けた者は，事案の内容等に応じて，自ら事実確認を行い是正する，通

報窓口担当者に法令違反行為等が生じ，又はまさに生じようとしている旨を伝える，自らの上

長等に対して当該内部通報に係る事実を伝える，内部通報をした者の秘密に配慮しつつ調査を

担当する部署等に情報共有する等の方法により，調査や是正に必要な措置を速やかに実施する

など，必要な措置を講ずる。 

３ 職制上の上司への通報も，内部通報として次のとおり保護する。 

①本市，本市職員等，委託先事業者及び委託先事業者の役職員等は，職制上の上司に対して内

部通報をした者に対して，内部通報をしたことを理由として，不利益な取扱いを行ってはなら

ない。 

②本市職員等及び委託先事業者の役職員等は，内部通報をした者を特定させる事項を範囲外共

有してはならない。 

③本市職員等及び委託先事業者の役職員等は，職制上の上司へ内部通報をした者を特定しよ

うとしてはならない。 

４ 本市は，前項に違反する行為が行われた場合，当該違反者に対して適切な処分等を課す。 

第 18条（公益通報者保護法第３条２号又は３号通報を行った者の保護等） 
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１ 本市，本市職員等，委託先事業者及び委託先事業者の役職員等は，公益通報者保護法第３

条第２号及び第３号に定める保護要件を満たす公益通報をした者に対して，当該通報をしたこ

とを理由として，不利益な取扱いを行ってはならない。 

２ 本市職員等及び委託先事業者の役職員等は，前項に定める公益通報をした者を特定させる

事項を範囲外共有してはならない。 

３ 本市職員等及び委託先事業者の役職員等は，第１項に定める公益通報をした者を特定しよ

うとしてはならない。 

４ 本市は，前３項に違反する行為が行われた場合，当該違反者に対して適切な処分等を課す。 

第 19条（不正の目的による通報等の禁止） 

１ 本市職員等及び委託先事業者の役職員等は，虚偽の通報等や，他人を誹謗中傷する目的の

通報等その他の不正の目的の通報等をしてはならない。 

２ 本市は，前項に違反している可能性が高いと認められる場合には，前項の違反の有無を調

査した上で，当該違反者に対して適切な処分等を課すことができる。 

第 20条（留意事項） 

１ 通報等をした者は，通報等をした情報が拡散することにより自らが不利益な取扱いを受け

る可能性が高いことに鑑み，当該情報の管理に留意する。 

２ 調査協力者は，調査に関する情報が拡散することにより自ら及び通報等をした者が不利益

な取扱いを受ける可能性が高いことに鑑み，当該情報の管理に留意する。 

第 21条（リニエンシー） 

本市は，法令違反行為等に関与した本市職員等及び委託先事業者の役職員等が自主的に内部

通報した場合や調査に協力した場合，処分等を減免することがある。 

第 22条（通報に対する評価） 
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本市は，重大な法令違反行為等の発見及び是正に寄与した通報等をした者等に対して，積極

的な評価 15を行う。 

第 23条（教育・周知） 

１ 通報対応責任者は，個人情報等の保護に配慮した上で，通報窓口の運用実績について本市

職員等及び委託先事業者の役職員等に対して周知する。 

２ 通報対応責任者は，本市市長その他本市幹部職員を含む全ての本市職員等及び委託先事業

者の役職員等に対して，定期的に公益通報者保護法及び本市内部通報対応体制に関する教育・

周知を行う。 

３ 通報対応責任者は，通報窓口担当者及び調査担当者，並びにそれらの担当者となる可能性

の高い本市職員等及び委託先事業者の役職員等に対して，本規程の適切な運用を確保するため，

定期的に教育及び研修を行うこととし，通報等をした者を特定させる事項の取扱いについて特

に十分な教育を行う。 

第 24条（本規程に基づく体制の整備，運用及び改善等） 

１ 通報対応責任者は，利用対象者の利便性を高めるため，利用対象者の意見を聴取した上で，

本規程に基づく体制の整備，運用及びその改善に努める。 

２ 通報対応責任者は，本市市長に対して，本規程に基づく体制の整備及び運用状況等につい

て定期的に報告する。 

３ 通報対応責任者は，本規程に基づく体制の整備及び運用状況等について，定期的に客観的

かつ公正な方法による評価，点検等を行い，必要に応じて改善策を講ずる。 

４ 通報対応責任者は，通報窓口に寄せられた内部通報に関する運用実績の概要を適切な業務

                                                      
15 本規定に従い適切な処分等を行うためには，賞罰規程等において根拠規定が必要になると
考えられるため，賞罰規程等にも同様の規定を設けることも併せて検討。 
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の遂行及び利害関係人の秘密，名誉，プライバシー等の保護に支障のない範囲において，各年

度の終了後，速やかに公表する。 

第 25条（所管） 

本規程の所管は，総務部とする。 
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